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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（小澤一美君） ただいまの出席議員は14名で定足数に達しております。 

  よって、平成26年第一回八丈町議会定例会４日目は成立いたしました。 

  これより開会いたします。 

  議案説明のため町長、副町長、企業管理者、教育長、監査委員、そのほか関係各課長及び

職員の出席を求め、議事公開の原則に基づき、傍聴人、報道関係者の入場も許可してござい

ます。 

（午前 ９時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（小澤一美君） これより会議に入ります。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（小澤一美君） 日程第１、会議録署名議員に、12番、13番議員を指名いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会時刻の決定 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第２、散会時刻の決定についてですが、会議終了次第散

会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、ただいまのとおり決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第３、議案第13号 平成26年度八丈町用品会計予算を上

程いたします。 

  説明、企画財政課長。 

○企画財政課長（佐々木眞理君） おはようございます。 

  それでは、書類番号の11番、お願いいたします。よろしいでしょうか。 

  それでは、１ページをお願いいたします。 

  議案第13号 平成26年度八丈町用品会計予算。 
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  平成26年度八丈町の用品会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ320万9,000円とする。 

（「文言省略」の声あり） 

○企画財政課長（佐々木眞理君） 省略させていただきます。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  ４ページお願いいたします。 

  歳入歳出を事項別明細で説明させていただきます。 

  ４ページ、歳入でございます。 

  まず、用品収入でございますけれども、本年度320万8,000円ということで、前年比で２万

3,000円の減でございます。これは、役場内で使用いたします用紙類の振替収入ということ

でございます。 

  次の、２の諸収入の雑入につきましては、科目の設定ということで、1,000円を計上いた

しております。 

  そのようなことで、歳入合計、本年度320万9,000円、前年度323万2,000円、比較２万

3,000円の減となりました。 

  下の５ページ、歳出に移ります。 

  まず、用品費の購買費でございますけれども、本年度が320万7,000円、前年度と比較しま

して２万3,000円の減となっております。用紙等の購入代、その他郵便料を計上してござい

ます。 

  次に、繰出金でございますけれども、一般会計の繰出金ということで科目設定をしており

ます。 

  次の公債費につきましても、利子分ということで、科目設定で1,000円を計上いたしまし

た。 

  そのようなことで、歳出合計、本年度320万9,000円、前年度323万2,000円、比較といたし

まして、２万3,000円の減ということでございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第３、議案第13号 平成26年度八丈町用

品会計予算は原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第４、議案第14号 平成26年度八丈町介護保険特別会計

予算を上程いたします。 

  福祉健康課長。 

○福祉健康課長（笹本重喜君） 今の用品会計の次でございます。１ページをお願いいたしま

す。 

  議案第14号 平成２６年度八丈町介護保険特別会計予算。 

  平成26年度八丈町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億4,344万5,000円と定める。 

（「文言省略」の声あり） 

○福祉健康課長（笹本重喜君） 第２項以降は省略させていただきます。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  ８ページをお願いいたします。 

  まず、歳入歳出の説明の前に、皆さんに介護保険会計の概略をちょっと説明させていただ

きたいと思います。 

  介護保険の支出を申し上げますけれども、人件費やシステム開発費、介護認定に係るもの

や運営協議会などは総務費からの予算となります。また、介護サービスに係るものは保険給

付費から、介護予防に係るものは、これは地域包括の委託料も含めますけれども、地域支援
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事業費からとなっております。 

  そのうち、介護給付費に係るものと地域支援事業費に係るものは国庫支出金、支払基金交

付金、都支出金、一般会計繰入金、保険料、これがそれぞれ負担額が決まっております。 

  ちなみに、給付費の21％、これは保険料から出されることになっております。あと、

12.5％が町の持ち出し分でございます。 

  地域支援事業のほうは19.5％、ちょっと変わっておりますが、給付費から申し上げますと、

町の負担は12.5％ということになっております。 

  したがいまして、給付費が上がりますと保険料、町の一般会計からの繰入金は上がってい

くことになりますので、ご理解ください。ただし、保険料につきましては、事業計画の策定

に合わせまして調整いたしますので、３年ごとの見直しになります。今度の保険料の改定は

再来年度、平成27年度の６期の事業計画に合わせて保険料の改定をすることになりますので、

よろしくお願いいたします。 

  概略の説明はこれぐらいにいたします。 

  歳入から申し上げます。 

  ８ページの歳入でございます。 

  保険料、介護保険料、第１号被保険者保険料、来年度予算額、平成26年度の予算額は１億

4,676万4,000円ということで、1,221万2,000円の増となっております。 

  これは、やはり団塊の世代、この辺が65歳を迎えたということで、昨年度の増えた人数が

大体60名ぐらい、来年度、新しく第１号被保険者になる方は160数名です。ただし、お亡く

なりになる方とか転出とかいろいろいらっしゃいますので、160名そのまま増えるわけでは

ございませんが、その辺で1,221万2,000円増えているということでございます。 

  次の分担金及び負担金、これは青ヶ島の介護保険認定の委託金でございますが、昨年並み

でございます。 

  次のページ、９ページにいきまして、使用料及び手数料は科目設定でございます。 

  あとは、次にいきまして、国庫支出金、これは負担が決まっておりますので、来年度の給

付に合わせて組んでおります。２億4,406万5,000円ということで、1,707万5,000円増えてお

ります。 

  次のページをお願いいたします。 

  支払基金交付金、２億5,620万円ということで、これも負担割合ということで1,705万

6,000円増えております。 
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  下にいきまして、都支出金１億3,740万円ということで、これも昨年度に加えまして1,203

万4,000円増えております。 

  下のページにいきまして、財産収入ですが、これは科目設定となっております。繰入金１

億5,897万3,000円ということで、昨年度比513万4,000円の増となっております。 

  次のページをお願いいたします。 

  繰越金から以下は科目設定となっておりますので、説明は省略いたします。 

  ということで、歳入合計、本年度予算額９億4,344万5,000円、前年度が８億7,993万4,000

円でございましたので、6,351万1,000円の増となっております。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  総務費、総務管理費2,258万円ということで、前年度比396万9,000円の増となっておりま

すが、これ増えたものは、この次のページの15ページの委託料のところの介護保険システム

改修委託料ということで、これが報酬改定に対応するためのシステムの改修費となりまして、

これが増となっております。また、人事異動の人件費の増もございます。 

  続きまして、下の介護認定審査会費ですが、これは昨年並みとなっております。 

  16ページをお願いいたします。 

  趣旨普及費は昨年度並み、その下の運営協議会費、これは21万4,000円の増、71万7,000円

ということで、21万4,000円の増となっておりますが、これは、来年度は第６期の事業計画

策定に伴いまして運営協議会を、ことし平成25年度は４回でしたけれども、来年は６回やり

たいと思いますので、その辺で増えております。 

  保険給付費８億7,894万2,000円ということで、昨年比5,881万2,000円増えております。 

  これの主なものをご説明いたします。17ページの下から２番目で、居宅介護サービス給付

費、これが1,597万5,000円の増、これはやはり介護のサービスを受けるサービス料が増えて

いるということで、ここは増やしております。 

  次のページをお願いいたします。 

  一番上の地域密着型介護サービス給付費、これ8,335万4,000円ということで、3,232万

6,000円増えておりますが、これはご承知のとおり、認知症デイ、これが来年度「   」

という、坂上に認知症デイが開設されます。これは１日12名の定員ですけれども、この分の

増となっております。 

  次のページへいきまして、下のページ19ページでございますが、９番の居宅介護サービス
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計画給付費、これはケアプラン作成に係る経費ですが、認定者数の増加により予算を伸ばし

ております。5,512万2,000円ということで、434万6,000円の増となっております。 

  続きまして、下、２番目の介護予防サービス等諸費でございますが、これは上の給付費と

同じ、これは予防ですから支援の方になります。これも同じように、介護予防サービス給付

費が増えておりまして、その下の特例介護予防サービス給付費、これは社協のニコニコさん

がやっておるものですが、これも176万2,000円ほど増やしております。 

  次のページをお願いいたします。 

  介護予防のほうも、地域密着型介護予防サービス給付費は同じように増やしております。

その下の、介護予防サービス計画給付費も、やはり支援ということで86万3,000円、これの

増となっております。 

  その他諸費からは、昨年並みということで、22ページをお願いしたいんですが、高額医療

の戻り分ですね、これは100万円ほど増やしております。 

  その下の、23ページ、財政安定化基金拠出金は科目の設定となっております。 

  次のページ、24ページ、基金積立金、これも科目の設定でございます。 

  その下の地域支援事業費、これは総額としては昨年並みの3,266万4,000円、25万2,000円

ほど増えておりますが、昨年並みということでございます。 

  この地域支援事業の中のその下のページ、25ページの包括的支援事業等費でございますが、

これの一番下の任意事業、ここが変わっております。平成25年から平成26年にかけて変わっ

ております。変わったところと申しますのは、おむつ等の介護用品の支給について、今まで

介護度４と５の人で、世帯全員非課税の方にこのおむつ等の用品の支給事業を行っておりま

したけれども、平成26年度はこれを介護度３まで広げようということで、この部分で予算が

120万円ほど増えております。 

  次のページ、諸支出金、これは昨年並みの80万6,000円ということでございます。 

  延滞金は科目設定で、予備費が１万8,000円ということで、歳出合計、本年度９億4,344万

5,000円、前年度８億7,993万4,000円、比較で6,351万1,000円の増となっております。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  奥山博文議員。 

○１０番（奥山博文君） 滞納のほうの現状、この介護保険料滞納のほうの現状、それで、勉
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強不足ですみませんけど、第２号被保険者というのは、これは直接じゃなくて国のほうにお

金が入るわけ……。ちょっと滞納のほうだけ。 

○議長（小澤一美君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（笹本重喜君） ちょっと今、細かい数字までは持っておりませんけれども、

今まで大体1,000万円から1,100万円ぐらいの滞納繰り越しがございました。ことし滞納分の

収入が、昨年度は６％から７％ぐらいだったかな、それがことしは20％の徴収率を超えてお

ります。 

  それで、ことしは不納欠損も合わせてですけれども、やっと1,000万円を切るような状況

になっておりまして、滞納分もだんだん減らしていきたいと、この感じで減らしていきたい

と思っております。 

  昨年度、滞納分の調定額が1,100万円ありましたけれども、来年度はこの繰り越し分が

1,000万円を切るということで、一応頑張っているつもりでございますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（小澤一美君） 10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） 町ではその第２号のほうの滞納というのはわかりますか。第２号の

方の滞納がもしあればね、多分第１号になっても払わないと思うんですよね、ある程度ずっ

と払わないと見てもらえないということで。第２号のほうは、全然町では関知していないで

すか。 

○議長（小澤一美君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（笹本重喜君） 第２号の保険者の保険料につきましてはうちに直接入ってく

るわけではございませんので、この辺の滞納に関しては、ちょっとうちでは把握はしており

ません。多分、支払基金のほうに１回入って、そこからこっちのほうへ来ることになってお

ります。 

（奥山（博）議員「把握しておいたほうがいいと思いますよ、将来の

ためには。要望です。いいです」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（笹本重喜君） ちょっと調べてみたいと思います。 

○議長（小澤一美君） １番、山下 崇君。 

○１番（山下 崇君） 少しお伺いします。 

  前にもちょっと聞いたんですけれども、都認可のデイ・サービスが始まる。樫立に今度新
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しくできるほうの分はこの予算に反映されていますよね。これ、今からどんどん対象者が増

えていくという現状で、町が関知しない部分でデイ・サービスが増えていった場合のことと

いうのは想定して、保険料の改定は毎年じゃないんですよね。次は来年とおっしゃいました

よね。どんどん増えていくと、保険料のほうにも細かく反映させる必要もあるかとも思いま

す。 

  野放図に増えていっても、それはそれで困るなと思うんですけれども、その辺の部分、都

認可の部分とそれから町が関与できる部分、ちょっと整理して教えていただけますか。お願

いします。 

○議長（小澤一美君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（笹本重喜君） この前の議会でも申し上げたとおり、地域密着型の部分に関

しましては町の認可が要ります、町の。それで、それ以外の新しく今度、坂上で開設される

であろう「        」というリハビリ型デイ・ホーム、これは都の認可でございま

して、一応この前、都の監査といいますか立入検査が終わりまして、多分、これも認可され

る予定でございます。この予算は、この中には入ってございません。確かに大きいところで

すと、施設の総合的な整備の計画課みたいなのがあって、その辺の調整をするところもある

みたいですが、うちとしてはそこまでございませんので、やはり東京都とこれからはちょっ

と、そういう場合のこともありますので、調整しながら進めていきたいと思っております。 

  ただ、一応そういうところができる前には、うちにご相談があるんですね、大体は。そう

いうところでうちも、今の八丈の状況はこうですよとか、これ以上やっても運営的に成り立

つのか成り立たないのかの調査もできているのかとか、そういうアドバイスとかいたします

が、その辺も含めまして、これから都も含めて調整していきたいと思っております。 

○議長（小澤一美君） １番、山下 崇君。 

○１番（山下 崇君） ことしの予算が昨年比6,350万円増えているということですけれども、

この予算に反映されていないということは、これは今後、補正でまた出てくることもあると

いうことですよね。開設のハードルが低いというふうにとっていいんでしょうか。その点２

点、ちょっとお願いします。 

○議長（小澤一美君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（笹本重喜君） 一応、その施設といいますか、そのサービスを開始するに当

たって、法律である程度そういう、こういう人がいなきゃいけないとか、こういう広さがな

きゃいけないとかという縛りはございますが、都の認可する場合にはうちはちょっと、そこ
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に今のところ、都から報告も来ておりませんで、この辺は先ほども言ったとおり、都とも調

整していきたいということですが、ハードルが低いというわけではございませんが、介護保

険法そのものが前も言ったとおりやはり自由参入ということになっていますので、その辺を

いかに調整できるかというのが町の役割ですので、その辺はしっかりちょっとこれからやっ

ていきたいと思っております。 

（山下（崇）議員「補正では上がってくるんですよね」の声あり） 

○福祉健康課長（笹本重喜君） 補正はこれから上げます。 

○議長（小澤一美君） １番、山下 崇君。 

○１番（山下 崇君） すみません。最後は要望にとどめますけれども、やっぱり制度設計上、

問題があるのかなというふうに今の説明では受けました。 

  自由参入、かなり対象者が増えていく以上、ある程度必要だとは思うんですけれども、こ

れではとめどなく増えていっちゃうのがもう目に見えているので、都との調整というのも大

事ですから、しっかりとその辺、もっと細かく情報をとってもらってやるようにお願いした

いと思います。 

  じゃ、これで要望にとどめます。 

○議長（小澤一美君） ほかに。 

  ８番、奥山幸子君。 

○８番（奥山幸子君） 15ページの介護認定なんですが、最近、ひとり暮らしの認知症の方が

結構見受けられるんですけど、今回、来年度ですよね、老人会にお願いして調査をするとい

う介護の調査しますよね。それは老人会に入っている人しか把握できないと思うんですよね。

だから、おひとり暮らしで認知症が進んでいる段階だと、老人会にも入らないで、わからな

いまま進んでしまうということもあると思うんですね。その辺の把握は、年に１回の民生委

員の調査だけで把握できないと思うんですけど、町はどういうふうに考えていますか。 

○議長（小澤一美君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（笹本重喜君） すみません、議長、係長から説明させます。 

○議長（小澤一美君） 福祉係長、高野秀男君。 

○福祉健康課高齢福祉係長（高野秀男君） 今のご質問です。 

  日常圏域調査ということで、国のほうで３年に１度、介護計画に合わせて全国規模でやっ

ている調査なんですが、今回、八丈町のほうでその調査をするに当たりまして、各老人クラ

ブ、20クラブのほうにお願いをしました。今、大体クラブのほうから集計結果のほうが戻っ



－２７３－ 

てきまして、約700名ほど、厳密に言いますと、たしか670名ほどだったと思いますけれども、

調査の回答をもらっています。 

  その中で、老人クラブといいますと、一般的に何か元気な方というふうなイメージがある

んですけれども、今回調査するに当たりましては、老人クラブの会の中でも介護サービスを

受けている方とかいらっしゃいますので、そういう方にも幅広く調査をお願いしたいという

ことでお願いしています。 

  それで、今のご質問の中で、今、集計作業をしている中で、当然ひとり暮らしとか、あと

介護サービスを受けているとか、そういうふうないろいろ項目も当然入っていますので、そ

の辺で足りない部分というのが見えてきましたら、また調査のほうは改めて考えたいなとい

うふうには思ってはいます。 

○議長（小澤一美君） ８番、奥山幸子君。 

○８番（奥山幸子君） それは引き続きお願いしたいことなんですけど、それでも漏れてしま

う事例というのはあるんですよね。おひとりで、認知症が進んでいると周りの人は気づかな

い、自分も気がつかないで、いろんな周りの人に、大したことはないんですけど、迷惑をか

けるような感じが出てきているんですね。そういう方は、やはり70歳以上だか、その年齢は

今申し上げられないんですけど、ご家族の方が島外にいる方が多いんですよ。そういう方に

連絡をして、だから介護認定もそういう方は受けられないんですよね。離れていて、親の実

態がわかっていないということがあるので、そのご家族の方に連絡して、そういう認定を受

けてもらうような配慮というか、そういうのができないかなと思うんですけど、そういうの

はしていますか。 

○議長（小澤一美君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（笹本重喜君） 確かにひとり暮らしの方が、独居の方が八丈には多いんです

けれども、その辺の把握、例えばあの人ちょっとそろそろサービス使ったほうがいいんじゃ

ないとかというのは、やはり民生委員さんからのもありますし、地域包括も一生懸命動いて

おりますので、その辺の認定は地域包括、うちでもできますけれども、申し込みは。その辺

で、なるべくそういう方にはすぐ認定を受けてもらうような形で動いておりますので、もし、

それでも漏れてしまうという方がいらっしゃった場合は、地域の民生委員か、直接町にお電

話してもらうかということでやってもらうように、今からちょっと考えていきたいと思いま

す。 

（奥山（幸）議員「わかりました。結構です」の声あり） 
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○議長（小澤一美君） よろしいですか。ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第４、議案第14号 平成26年度八丈町介

護保険特別会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第５、議案第15号 平成26年度八丈町後期高齢者医療特

別会計予算を上程いたします。 

  説明、住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） ただいまの介護の次、ピンクの次になります。 

  １ページをお願いいたします。 

  議案第15号 平成26年度八丈町後期高齢者医療特別会計予算。 

  平成26年度八丈町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億9,370万8,000円と定める。 

（「文言省略」の声あり） 

○住民課長（佐藤真一君） はい。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  ６ページをお願いいたします。 

  個別の事項を説明する前に、後期高齢者医療制度について申し上げます。 

  後期高齢者医療制度というのは、75歳以上の方を対象といたしまして、八丈町では約

1,439名の方、あと65歳以上の身体障害者の方５名を対象としまして、やってございます。
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八丈町は、東京都広域連合に属しておりますので、予算科目及び積算につきましては、その

制度によるものでございます。 

  それでは、歳入のほう、説明させていただきます。 

  歳入につきまして、款の項目を中心に説明させていただきます。 

  １款後期高齢者医療保険料6,236万2,000円、707万4,000円の増、こちらですね、２月14日、

全協におきまして、１人当たりの平均保険料、これは広域連合の平均保険料になるんですが、

約十何％から4.4％増へ抑えられると申し上げましたけれども、八丈町に特例制度で過去５

年間、制度がありまして、例えば均等割で４万100円のところ３万7,708円、所得割8.19％の

ところ7.71％ということで、かなり低く抑えられた制度がございました。これが残念ながら、

継続を要望してございましたが、その期限が来たということで、平成25年度末で終わってし

まいますので、八丈町の後期高齢者の方にとりましては、実質引き上げ幅が他の区市町村よ

り多くなるということでございます。 

  続いて、２款使用料及び手数料、こちらは3,000円の科目設定でございます。 

  下のページ、３款繰入金１億2,485万9,000円、267万7,000円の増、こちらは歳出の広域連

合納付金に上の保険料とともにほぼ同額納付されるものです。保険料と、例えば医療費です

ね、10万円だと高額限度とかあるんですが、そういうのをちょっと横に置きまして、例えば

10万円の医療費がかかるとしますと、患者さんの負担が１割ですので１万円、保険料として

9,000円、後期の支援金、国保とか社保、共済等含めて３万6,000円、そういう支援金がござ

います。国が３万円、都が7,500円、町が7,500円負担するというようなこういった制度でも

ちまして医療費を賄っているということでございます。 

  その下、４款繰入金、こちらは1,000円の科目設定でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ５款諸収入648万3,000円、75万4,000円の増、主に４項１目１節、２節になりますが、健

康診査費受託事業収入、こちらは240人を予約対象としまして、3,860円ということで計上し

てございます。 

  ２節の葬祭費受託事業収入、こちらは平成24年度の実績による見込みということで、111

件掛ける５万円ということで、こちらの555万円を計上してございます。 

  ということで、歳入合計、本年度１億9,370万8,000円、前年度１億8,320万3,000円、比較

しまして1,050万5,000円の増ということでございます。 

  次のページをお願いいたします。 
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  歳出につきましても、款を中心にご説明いたします。 

  １款総務費766万6,000円、479万円の減、こちらは平成25年度、下のほうにも書いていま

すが、システム管理費ということで、後期高齢者システム改修委託料525万円の減が主な減

要因でございます。 

  下のページ、11ページお願いします。 

  下のほうですね、２款保険給付費555万円、65万円の増、歳入の葬祭費収入の増額を支出

するものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ３款広域連合納付金１億7,734万4,000円、1,436万7,000円の増、こちらは被保険者が納付

した保険料や軽減措置等の負担金を広域連合に納付するものでございます。 

  ４款保険事業費263万8,000円、７万8,000円の増、主に健康診査委託料でございます。 

  下のページ、５款諸支出金50万2,000円、20万円の増、こちらは主に還付金と返戻金でご

ざいます。 

  ６款予備費8,000円、こちらは8,000円を計上してございます。 

  歳出合計、本年度１億9,370万8,000円、前年度１億8,320万3,000円、1,050万5,000円の増。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第５、議案第15号 平成26年度八丈町後

期高齢者医療特別会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第６、議案第16号 平成26年度八丈町国民健康保険特別

会計予算を上程いたします。 

  説明、住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） ただいまの後期の次、黄色の次になります。 

  １ページをお願いいたします。 

  議案第16号 平成26年度八丈町国民健康保険特別会計予算。 

  平成26年度八丈町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億5,363万7,000円と定める。 

  第２項以下の文言については…… 

（「文言省略」の声あり） 

○住民課長（佐藤真一君） はい。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  ８ページをお願いいたします。 

  国民健康保険の会計につきましても、款を中心に説明させていただきます。 

  歳入につきまして説明申し上げます。 

  まず、対象のほうですね、3,800人を対象としてございます。 

  １款国民健康保険税３億1,238万1,000円、1,947万5,000円の減、１目の一般、２目の退職

者の保険税、双方とも減額となります。人口の減ということで、前年は4,000人を対象とし

てございましたが、今回3,800人ということで対象者が減っているということでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２款使用料及び手数料、1,000円の科目設定でございます。 

  ３款国庫支出金３億1,595万4,000円、4,820万8,000円の減、こちらは前年度の病院へ繰り

出しましたオーダリングシステム導入に係る国庫補助金の特別調整金の減が主な減要因でご

ざいます。 

  下のページをお願いいたします。 

  ４款療養給付費等交付金3,595万7,000円、581万4,000円の増、こちらは東京都国保連合会

が算定するものでございます。サラリーマンや共済出身者の退職者医療分、後期支援分の実

績に基づきまして、診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 
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  その下、５款前期高齢者交付金２億5,320万8,000円、1,976万円の増、こちらも国保連合

会の算定に基づきますが、65歳から74歳までの前期高齢者の医療費を、加入率により各保険

者間で調整し交付されるものでございます。 

  ６款都支出金9,290万1,000円、176万9,000円の減、負担金と補助金がございます。次のペ

ージをお願いいたします。 

  負担金、上のほうは、都内の区市町村が共同で実施する高額医療費共同事業に対して、都

が４分の１負担するものと、特定健診の経費負担分でございます。 

  ２項の都補助金、こちらは賦課率、賦課限度額、応益割率、収納率の項目で市町村、ほか

の市町村ですね、平均を上回った部分に補助されるものでございます。 

  その下、７款共同事業交付金１億7,716万6,000円、2,491万7,000円の減、こちら高額な医

療費が発生した場合、上のほうの高額医療費は１件80万円以上、下の保険財政共同安定化事

業交付金は30万円から80万円以下の医療費ということで、８万円を超える分の59％に交付さ

れる制度となってございます。 

  13ページ、８款財産収入、1,000円の科目設定でございます。 

  その下、９款繰入金１億6,605万5,000円、7,563万円の増、こちらのページに記載されて

います保険基盤安定繰り入れ等は、低所得者に対する保険税軽減相当額を公費で補塡する制

度でございます。一般会計から国保会計へ繰り入れるものでございます。 

  １節から６節までの法定制度による一般会計からの繰り入れと、次のページ、７節の法定

外繰り入れ、いわゆる赤字補塡分8,000万円、こちらの双方によって、こちらの金額を計上

してございます。 

  14ページをお願いいたします。 

  10款繰越金、1,000円の科目設定でございます。 

  下のページ、11款諸収入１万2,000円、4,290万9,000円の減。 

  次のページをお願いいたします。 

  ４項５目雑入ということで計上していますが、本年度は当初予算で一般会計からの繰り入

れ、先ほど申し上げました8,000万円を計上しておりますので、4,290万円の減でございます。 

  歳入合計、本年度13億5,363万7,000円、前年度13億8,971万1,000円、3,607万4,000円の減

となります。 

  下のページ、歳出に移ります。 

  歳出につきましても、款を中心に説明申し上げます。 
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  １款総務費3,592万円、240万6,000円の減、総務費は国保事業を運営するための一般事務

費でございます。 

  飛ばしまして、20ページをお願いいたします。 

  ２款保険給付費８億3,583万4,000円、1,296万9,000円の増、過去２年間の医療費実績に基

づいて計上してございます。残念ながら人数は減っておりますが、医療費のほうは増えてい

るという実績でございます。 

  23ページをお願いいたします。 

  ３款後期高齢者支援金等１億9,748万1,000円、111万6,000円の減、こちらは、平成20年創

設の０から74歳の支援金で後期の40％を賄うという制度に基づいてやっております。後期の

医療費は上がり続けております関係で、マイナス111万6,000円がマイナス0.5,6％の下げと

なっておりますけれども、保険者数は先ほど申し上げましたように4,000人から3,800人、

５％減となっておりますので、実質、負担割合は増えているということでございます。 

  その下、４款前期高齢者納付金14万3,000円、３万1,000円の増。 

  こちら、次のページをお願いいたします。 

  ５款老人保健拠出金１万1,000円、比較増減０、こちらのほうも説明は省略させていただ

きます。 

  その下、６款介護納付金9,591万9,000円、131万1,000円の減、こちら40歳から64歳までの

介護保険、第２号被保険者の負担分として社会保険支払基金に納付するものでございます。 

  下のページ、７款共同事業拠出金１億7,126万7,000円、493万2,000円の減、歳入の項目で

も述べました80万円を超える、30万円から80万円の医療費に対する共同事業への拠出金でご

ざいます。 

  その下、８款保険事業費1,088万1,000円、89万1,000円の増、こちらは特定健診、保健指

導の実施に要する経費でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ９款基金積立金、下のほうですね、1,000円の科目設定でございます。 

  27ページ、10款公債費、こちらも1,000円の科目設定でございます。 

  11款諸支出金417万9,000円、4,020万円の減、こちらは平成25年の病院のオーダリングシ

ステムの減でございます。 

  次のページをお願いいたします。29ページですね、すみません。 

  12款予備費200万円、増減なし。 
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  歳出合計、本年度13億5,363万7,000円、前年度13億8,971万1,000円、3,607万4,000円の減。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） どの自治体でもそうだと思うんですけど、我が町の国保会計も一般

会計から8,000万円繰り入れて、大変厳しい状況だと思うんですけど、滞納の徴収率という

のは上がっているのかどうか教えていただきたい。 

○議長（小澤一美君） 税務課主幹。 

○税務課主幹（川上明和君） 国保税の滞納の収納率の件なんですが、平成24年度は21.56％

でした。今年度が２月末時点で18.1％、ただ今年度は、会計のとり方の関係がありまして、

いつもですと収納を５月末時点で収納としていますが、今年度は３月末で締めるということ

なので、３月末の時点の予定だと19％、ですから２％ぐらいちょっと収納率的には落ちる、

今年度は落ちる予定です、滞納分に限って言えば。ただ、現年度分は通常どおり５月末の締

めでいきますので、去年が88.01％でしたが、今年度は90％以上を見込んでいます。 

○議長（小澤一美君） 10番。 

○１０番（奥山博文君） 金額、ちょっと教えてもらえますか、滞納の残の金額。 

○税務課主幹（川上明和君） 滞納の平成25年の残が、２月末時点で１億649万4,944円です。 

（奥山（博）議員「はい、わかりました」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 10番、よろしいですか。 

（奥山（博）議員「はい」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ほかに。 

  ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） 均衡予算を保つために、いろいろご苦労されていると思ってね。去年

ですか、一つの大きな議論の中で繰り越しのやつ。一般会計借りて予算編成したわけですが、

その計画として去年いろいろお話ししたんだが、なかなか計画どおりいかないのが計画であ

りまして、なかなか難しいと思うんですが、課長、この辺のことを少し詳しく説明する必要

があるんじゃないですか、少なくても。 

  去年の段階では、財政が今の時期だったら何とかなるからということで町長も決断したと

思うんだが、その方向性、計画どおりうまくいくかどうかだけ教えてください。 
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○議長（小澤一美君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） まず、一般会計からの繰り入れをいただく時点で、私どもで、も

し収納率100％とした場合に、保険料と医療費、歳出のほうを過去５年間平均して比べてご

ざいます。その中で、平均してならしますと１年間に、その当時は3,400万円の赤というこ

とで計算してございました。ということで、構造的赤字分が、その当時の過去５年間ですと

3,400万円、財政当局としては3,000万円でいいだろうということで、そのほかに5,000万円

というなのは、いわゆる不納欠損ということで入らないということにしていこうということ

でございました。 

  ただ、その構造的赤字分ですね、収納率が、例えば今、税務課主幹が90％と、あと3,000

万円、３億としますと3,000万円収入があったとしましても、やはり支出のほうの医療費が、

ここ昨今、本日の当初予算のほうでも申し上げましたけれども、伸びていると。入るほうの

保険者数、こちらのほう人口減、また所得のほうも減少しているという、保険料の伸びが見

込めない中で、医療費のほうは残念ながら伸びてきているという状況で、その当時の、２年

前ですか、の過去５年間の3,400万円の赤の計算が、甘いと言えばそういうことになるかと

思うんですが、現状はその3,400万円では今、済まないというような、ここ２年間の状況に

なってございます。 

  ですので、見通しとしましては3,000万円の毎年、構造的赤字部分の一般会計からの繰り

入れをいただいたとしましても、かなり厳しい状況であると認識してございます。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） 問題は、２年間は３月４月という、１年の間に、要するに３月の議会

だったと思うんだけれども、１年を両方にまたいで、その倍の金額、１年間に、極端に言え

ば１月から12月までの話なんです。そういうお話で、繰り上げの予算編成のときに、今まで

一般会計からお借りしたお金がありますよね、あれ幾らでしたっけ。結構な金額、２億数千

万円だったと思うんだけど、違ったかな。 

（住民課長「３億いっています」の声あり） 

○９番（山口英治君） ３億ぐらいいきますか。 

（住民課長「３億超えています」の声あり） 

○９番（山口英治君） ですから、それを面倒見てあげると、国保会計を、そういう実際、話

でしたよね、何年間かで。そういう目標を持って、去年だったと思ったんだが、おととし、

これはたしか去年ぐらいだったと、俺も最近ぼけが入ってきているからね、それかなと思っ
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ているんだけど、そのお金を計画どおり、一般会計で面倒を見ることができるのか、できな

いのかなんですよ。要するに、計画どおり。たしかあれは３年ぐらいで見るという話だった

と思う、公債費比率も今のところ大丈夫だから。そういうふうな状況だったのが、ところが

均衡予算組むにはなかなかその3,000万円あたりの話ではないわけでしょう、計画とずれて

きたから。 

  だから、僕がお伺いしているのは、そこらの部分が、一般会計からお借りしたものを国保

会計でね、それを一般会計で面倒見て、それをチャラにするんだというお話だったわけです

よ。ただ、国保に入っている人が50数％ですよ。でも、一般財源で、要するにこれ全体の予

算ですからね、独立採算の国保は、原理原則は独立採算なんですよ。だけれども、ここに至

ってはそれはできないと、一般会計から繰り出しましょうと、そういう大英断のもとに一般

会計から出すというふうな話が決まって、それでその、今までの滞納金は別として、その部

分においては一般会計で何とか面倒見ようということで、議会もそれを了解し、その計画が

あったわけでしょう、課長。その計画はどうなっていますかということを聞いている。 

○議長（小澤一美君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐々木眞理君） ただいまご質問の件でございますけれども、我々、おとと

しだったと思いますが、毎年8,000万円ずつ出して、３年程度で解消していきましょうとい

うお話をさせていただきました。実際、その金額は出せるという我々財政計画でおります。 

  しかしながら、今、住民課長が申したとおり、単年度の赤字分といいますか、構造的な赤

字が、当初計画したのが三千数百万円であったのが、それ以上に膨らんでいるということが

ございまして、その報告を一昨日受けたわけでございまして、その差額をどうしていくかに

つきましてはまだ町長とも相談してございませんので、今後、検討させていただきたいと思

います。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） 課長ね、話はわかるんだが、大体これは事前にもうわかっているわけ

ですよね。きのう、きょうわかるような話じゃなくて、少なくても執行部、課長から、まだ

その届け出がないというのは、これはいかがなものだかね。12月の時点でもうわかるわけで

しょう。少なくても、またこういう質問が出るのは当たり前の話で、やっぱりそういうのに

対して、見込みとして当初の計画はなかなか難しいというふうな判断、でも、この問題は一

般会計で国保会計の、今まで町が負担した部分は面倒見るというふうに理解してよろしいで

しょうか。課長、どちらでもいいですから。 
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○議長（小澤一美君） どちらか手を挙げて。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（佐々木眞理君） 基本的には見ていきたいと思いますけれども、ただ、先ほ

ど議員おっしゃったとおり、健全化判断比率とか出てまいりますので、その辺をどうしてい

くかというのは、今後、検討させていただきたいと思います。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） これ、非常に大事な問題で、いわゆる国保会計というのは独立採算が

原理原則、それで一般会計から出すというのは町民の税、全ての、ところがこれは特殊な例

で、長の政治的決断でやったわけですよ、それは議会もよしとしたわけだから。ただ、その

ときに長の発言の中で、今の段階、財政状況だったら、今だったらできるけど、この後はい

ろいろ庁舎の維持管理費なんかだって非常に厳しいことになるだろうと、財政が。そういう

見込みのうちに、単年度の間にやりたいと。例えば、３月に出して、次、年が明けて新たに

出して、それで次の年というふうに３年。またいでやるというのは、１年間に財政の極端に

マイナスという話だったんですよ、たしか俺の記憶だったらそうだったけど。 

  そうやって何とかできるというふうな方向性だったのが、ただ高額医療、いろいろ医療費

の伸び率、今も言ったように均等割とか何とかが、頭数が減れば、そういうふうな部分でい

ろいろ、要するに見込みが。だから、じゃどうするんですかと、だったらどうするんですか

ということを聞きたいのよ。そしたら、検討しますじゃなくて、基本的な話が全然違ってく

るわけで、面倒見るか見ないかというのは。今後もこの問題は対応していくという話なのか、

それとも白紙に戻すという話じゃないんでしょう、まさか。これで均衡予算組むためには、

ずっとそれで一般会計借りてやっていたわけでしょう。それで、均衡予算組むためにはもう

一般会計から出しますという話ですよ、この間の話は。 

  それも、じゃ、ほごにするの、検討するの。 

（「町長」の声あり） 

○９番（山口英治君） そこいらを、町長の話でもいいけど、なかなか難しい問題だと私は思

う。 

（奥山（博）議員「町長が答えたほうがいいんじゃないの。検討する

しか財政課長は言えないだろう」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 住民課長。 

（奥山（博）議員「町長が言ったほうがいい」の声あり） 
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○９番（山口英治君） これ、微妙な問題だから。 

○議長（小澤一美君） 山下町長。 

○町長（山下奉也君） ここは一番、まず滞納分をいかに減らすかということで、ことし、た

しかあのときは１億3,000万円近くあったと思いますけど、ことしが１億ちょっとというこ

とで、もう二、三千万円減っている。そういう状況を見ながらやらないとなかなか、それと

前に３年間と言った部分がありますので、そういう３年が終了した時点で、ことし当初から

8,000万円入れているという部分もありますけど、そういうバランスを見ながら判断しない

となと思います。それは私だけの判断もですけれども、財政状況もあります。 

  最終日で報告しますけど、ことしもある程度基金、全部返せる見込みです。そういう状況

も見ながら、来年、判断しないとだなと思っています。 

  あと、国保運営会の皆さんの意見も聞きながら。先ほど財政課長が言ったように、これは

経常的に赤字が出る制度になっていますので、その辺も議員の皆さんの理解を得ながら判断

していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） 町長の説明で、財政の苦しい中、一般会計から出すと、そういう意味

では、特別会計で連結決算もありますし、財政も結構、今、厳しくなっていますよね、現実

問題。 

  課長の皆さんにはぜひ認識してほしいのは、財政は厳しいんですよ。だから、削れるもの

はできるだけ削って、そういうふうにしないと、結局は公債費比率の問題、連結決算の問題、

正直言って国保が一番の、これ、がんという言葉はおかしいんですけど、非常に厳しい状況

ですよ。これが構造的に毎年あるわけですから、それで値上げももう限界に来ていると、国

保委員会の中ではそういうふうに判断して、値上げの話はしていなかったですよ。そういう

意味では、またあと……。 

  あと、東京都のほうで何とかというのがあるでしょう。それが２年ぐらい先なのか３年先

なのか、そこいらの点も少し、もうどこの国保会計も厳しいと思うんですよ。だから、もう

崩壊しているような状況だと思う。そこいらちょっと財政課長、何か話があれば教えてくだ

さい。 

○議長（小澤一美君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） 今、議員がおっしゃったのは国保の都道府県化ということで、こ

ちらがちょっと温度差がございまして、市町村は都道府県化賛成ということなのでございま
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すが、都道府県のほうは制度的な、おっしゃったように、構造的な赤字を国に解消してもら

わなきゃ引き受けないというような立ち位置になってございます。市町村と都道府県とは違

う意見というふうな現状でございますが、一応、平成27年度をめどに法律のほうを制定する

のを目指して、平成30年度ぐらいから施行というようなタイムスケジュールにはなっており

ますが、ちょっと今、予断を許さないというような状況でございます。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） これはお願いですがね、町長、要望なんですが、国保会計は特別会計

ですよ。だから、公債費比率には関係ないんですが、ただ、今、国が見るのは連結決算、要

するに全て合わせての決算ですから、そういう意味では国保というのは非常に厳しい。 

  だから、財政厳しくなっていくんですよ、これから。だから、そこはみんな認識して、締

められるところは締めて、できるだけ頑張ってください。これは要望です。 

○議長（小澤一美君） ほかに。 

  １番、山下 崇君。 

○１番（山下 崇君） これも構造的な赤字、制度上問題があるという話ですけれども、これ

年代別の医療費の伸び率または割合ですね、これは昔から変わっていないですか。どれぐら

い前からというのはちょっと難しいと思うんですけれども、どの年代が一番伸びているんで

しょうか、お願いします。ちょっと難しいですか。高齢化が一番の問題ですから。 

○議長（小澤一美君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） すみません、医療費ということでは申し上げるんですが、年代ご

とというのは計上してございませんので、ちょっと調べさせていただきたいと思います。 

○議長（小澤一美君） １番、山下 崇君。 

○１番（山下 崇君） そこの部分を把握しないと、医療費の伸びを抑えるといっても、有効

な施策はできないと思います。 

  これは私どもの島だけに限らず、ありとあらゆる全国津々浦々の市町村が、それができて

初めて国保の都道府県化というのも進むのかなと僕は思いますので、もうちょっとその辺、

細かい数字をとって、有効な施策のほうを練っていただきたいと思います。これは要望です。 

○議長（小澤一美君） ほかに。 

  12番、長戸路義郎君。 

○１２番（長戸路義郎君） 課長、4,000人から3,800人に絞ったというでしょう。これ、去年

からことし200人を削ったの、その前からずっと削っているんですか。その辺、ちょっと教
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えて。 

○議長（小澤一美君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） ことしの実数に基づきまして、前年度、平成25年度予算は4,000

人でございましたが、ことしは3,800人ということで、議員もご承知のとおり、人口減少し

ている、それに合わせてですね…… 

（長戸路議員「そんなに減っているの」の声あり） 

○住民課長（佐藤真一君） 減らしてございます。 

○議長（小澤一美君） 12番、長戸路義郎君。 

○１２番（長戸路義郎君） それと、この22ページで、出産一時金が24人しか出ていないんだ

けど、それと葬祭費が50人、これは補正組む考えでもって、こんなに人数減らしているの。 

○議長（小澤一美君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） まず、出産育児一時金、我々、共済と社会保険加入されている方

はその保険制度から出ることになっています。ですので、こちらに予算を計上してございま

すのは、国保に加入されている方の出産育児一時金ということで、よろしくお願いいたしま

す。そういうことで葬祭費との差がございます。 

○議長（小澤一美君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第６、議案第16号 平成26年度八丈町国

民健康保険特別会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第７、議案第17号 平成26年度八丈町浄化槽設置管理事
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業特別会計予算を上程いたします。 

  説明、住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） ただいまの国保の、黄緑色の用紙の次のページからになります。 

  １ページをお願いいたします。 

  議案第17号 平成26年度八丈町浄化槽設置管理事業特別会計予算。 

  平成26年度八丈町の浄化槽設置管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億801万3,000円と定める。 

（「第２項以下、省略」の声あり） 

○住民課長（佐藤真一君） はい。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  ４ページをお願いいたします。 

  第２表、地方債ということで、起債の目的は、合併処理浄化槽整備事業を行うことで、60

基の設置基数、基準額の約40％分を起債するものでございます。起債の方法、利率、償還の

方法は前年度と変わりありませんので、説明のほうは省略させていただきます。 

  次に、歳入歳出につきましては、７ページをお願いいたします。 

  まず、歳入ですが、こちらも款の項目を中心に説明させていただきます。 

  １款分担金及び負担金1,000円、これは事業所に浄化槽を設置した場合には、標準設置費

の10％を設置者から負担金としていただきますので、そのための科目設定でございます。 

  続いて、下の２款使用料505万5,000円、前年度より40万円の増ということで、浄化槽整備

事業で設置した浄化槽使用者からいただく使用料でございます。平成25年度に設置した浄化

槽の使用料を足していますので、前年度より40万円増額してございます。 

  その下、次に、３款国庫支出金2,638万8,000円、前年度より3,152万7,000円の減、これは、

平成25年度までは130基、設置目標でございましたが、実績等を勘案し策定しました生活排

水処理基本計画に基づく平成26年度の計画基数60基分の国からの浄化槽設置補助金でござい

ます。 

  次のページ、８ページをお願いいたします。 

  ４款都支出金527万7,000円、672万9,000円の減、国と同様、60基設置目標に対しましての

都の補助金ということが主なものでございます。 

  次に、５款繰入金、他会計繰入金、一般会計からの繰入金4,957万9,000円、2,466万9,000
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円の減、これも設置基数の減によるものでございます。 

  その下、６款繰越金1,000円は、科目設定でございます。 

  その下、７款諸収入81万2,000円、94万5,000円の減。 

  次のページをお願いいたします。 

  こちら、延滞金と預金利子は科目設定のためのものでございますが、雑入94万5,000円の

減、これは浄化槽設置の工事費が町の補助基準額を超えた場合や、設置後、初回の法定検査

費を個人が負担することになってございます。その検査費等の個人負担分として、雑入とし

て計上してございます。 

  ９ページをお願いします。 

  ８款町債2,090万円、60基分の合併処理整備事業、事業債になります。 

  以上、歳入合計１億801万3,000円、前年度１億9,691万5,000円、8,890万2,000円の減でご

ざいます。 

  次の10ページをお願いいたします。 

  歳出になります。歳出も款の項目を中心に説明させていただきます。 

  １款総務費2,355万5,000円、前年に比べて555万8,000円の減、職員３名の人件費及び起債

の償還のために歳入の、都の浄化槽設置に係る補助金を減債基金へ積み立てることになって

ございまして、その積立金523万2,000円の２つから成ってございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２款施設管理費678万1,000円、21万5,000円の増、浄化槽法に基づいて行われる検査料、

清掃委託料、保守点検委託料ですが、平成25年度に設置した分が合算されるための増額でご

ざいます。 

  ３款施設整備費7,665万円、8,385万円の減、歳入の項目でも申し上げたように、浄化槽の

設置基数を平成25年度130基から平成26年度は60基に減らす計画になってございますので、

その分の減と、単独処理浄化槽撤去費補助金を、平成25年度の実績を勘案して減らした分の

減でございます。 

  次の12ページをお願いいたします。 

  ４款公債費82万7,000円、29万1,000円の増、合併処理浄化槽事業債の利息になります。 

  最後に、５款予備費20万円。 

  以上、歳出合計１億801万3,000円、前年度１億9,691万5,000円、8,890万2,000円の減とな

ります。 
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  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

  説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） 施設整備費なんだけど、前年度の予算の半分、浄化槽の数を減らす

と、それが正しい数なのかどうかわかりませんが、本来であれば、こういうものは増やして

いくべきものなんだけど、急に現実になってきたのかなと思うんですよね。ぜひとも、補正

でここが、施設整備費が増えるように努力していただきたいと思います。 

  要望で結構です。お願いします。 

○議長（小澤一美君） 要望です。 

  ほかに。 

  ８番、奥山幸子君。 

○８番（奥山幸子君） 今、増やしてほしいとお話があったんですが、まず町職員の方が設置

するというのは、住民に対する見本を示すという意味で大事だと思うんですけど、その辺は

把握できていますか。あと、議員の方もどうなっているのか、ちょっと発言された方も含め

て。 

○議長（小澤一美君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） まず、議員先生の方々につきましては、私ども一応ローラー作戦

を練ってございまして、65歳までの世帯の方ということでお会いできるか、もしくはポスト

インということでご案内をするかということで、一応、三根のほうも、あと10軒ほどという

ことになってございます。来年度は大賀郷と、ポストにはご案内を入れましたけれど会えな

い方、そういった方を対象に大賀郷とまた三根の、お会いしてお話を聞いていただくという

ような形で回りたいと思ってございます。 

  町職員につきましては、一応、調査は行ってございます。機会あるごとに課長連絡会議等、

庁議等ございますので、その中で、ぜひ率先してということで通知して、周知徹底を図りた

いと思ってございます。 

○議長（小澤一美君） ８番、奥山幸子君。 

○８番（奥山幸子君） 模範になるべき存在ですから、ぜひその辺、徹底していただきたいと

思います。要望でお願いいたします。 

○議長（小澤一美君） 要望で。 
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  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第７、議案第17号 平成26年度八丈町浄

化槽設置管理事業特別会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

  10時30分まで休憩いたします。 

（午前１０時１５分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（小澤一美君） 休憩を解いて再開いたします。 

（午前１０時３０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第８、議案第18号 平成26年度八丈町水道事業会計予算

を上程いたします。 

  説明、企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） おはようございます。 

  書類番号12番をお願いいたします。 

  水道事業会計、１ページをお願いいたします。 

  議案第18号 平成26年度八丈町水道事業会計予算。 

  第１条 平成26年度八丈町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

  第５条を除いて省略してもよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○企業課長（沖山 昇君） 次のページをごらんください。 
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  企業債第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定

める。 

  水道施設整備事業、限度額１億8,950万円。 

  次のページをごらんください。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  ここで、先日、全員協議会等においてもご説明申し上げましたけれども、平成26年度より

地方公営企業会計制度が大幅な見直しとなります。会計制度により変更となった主な点も一

緒にご説明させていただきたいと思います。 

  23ページをごらんください。 

  水道事業会計では、営業収益３億903万円、一般会計からの繰入金、それから企業債にて

予算を組ませていただいております。一般会計からの繰入金でございますが、収益的収入に

539万円4,000円、資本的収入に949万7,000円計上しております。 

  水道事業においては収支の均衡はございませんが、昨年に引き続き、水道料金の見直しを

せずに予算を組ませていただいております。 

  また、本年４月からの消費税率の改定に伴い、水道料金等や費用において消費税分が増額

となっておりますので、先に申し上げておきます。 

  企業会計予算書では前年度との比較がございませんので、予算説明資料、こちらになりま

すが、資料の10番になります。あわせてごらんいただければと思います。 

  それでは、収益的収入及び支出でございます。 

  収入、水道事業収益４億4,418万1,000円、１億3,612万円の増でございますが、営業収益

が３億903万円、営業外収益が１億989万1,000円、特別利益2,526万円となっております。 

  これは会計制度の改正により、営業外収益に長期前受金戻入が、それから特別利益に一般

会計補助金が新たに設定され、長期前受金戻入１億423万3,000円を減価償却の補助金分の戻

入として、また一般会計補助金2,526万円を退職給付引当金として計上させていただいてお

ります。 

  次のページをごらんください。 

  支出、水道事業費用４億2,221万円、１億2,779万円の増でございます。営業費用３億

6,139万9,000円、１億100万8,000円の増でございます。原水費1,531万3,000円、206万6,000

円の増でございます。主なものといたしましては、動力費が172万2,000円の増となっており

ます。 
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  次のページをお願いいたします。 

  浄水費です。浄水費2,200万円、198万5,000円の増、これにつきましては、委託料が電

気・計装保守点検内容を見直し、187万5,000円の減、薬品費では、使用料を精査し22万

3,000円の減となっておりますが、修繕費においてマクロ化用のフィルターの修繕引当金659

万2,000円の計上と、動力費の74万4,000円の増により、浄水費全体では198万5,000円の増と

なっております。 

  次のページをお願いいたします。 

  配水及び給水費3,491万1,000円、304万円の増、こちらにつきましては、漏水の調査や修

理の委託により、委託料が397万8,000円の増となっております。 

  次のページをごらんください。 

  業務費5,226万2,000円、316万9,000円の減でございます。給料、手当、法定福利費が914

万4,000円の減、新たに賞与引当金繰入額、それから法定福利費引当金繰入額、合わせて217

万5,000円を計上。 

  そして、次のページになりますけれども、委託料が管路台帳更新やシステム改修等により

325万9,000円の増となっておりますが、業務費全体では減となっております。 

  次のページをごらんください。 

  総係費でございます。総係費1,575万5,000円、241万5,000円の増、手当が90万2,000円、

退職手当組合への負担金が182万5,000円の減ですが、引当金繰入額や、次のページにござい

ます貸倒引当金繰入額の増により、総係費は増となっております。 

  次のページの営業外費用でございます。3,535万1,000円、152万2,000円の増でございます。

企業債利息が182件、2,937万6,000円で167万2,000円の減でございます。 

  続きまして、35ページをお願いいたします。 

  繰延勘定償却335万6,000円でございますが、水道ビジョン策定償却に加え、新たに退職給

与金償却132万6,000円を計上いたしております。 

  特別損失2,526万円、過年度賞与引当金繰入額、過年度法定福利費引当金繰入額、退職給

付費が新たに設定となっております。 

  また、予備費につきましては20万円でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  資本的収入及び支出でございます。 

  収入、資本的収入２億8,398万1,000円、1,517万2,000円の減でございます。企業債が１億
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8,950万円、2,090万円の増、一般会計補助金949万7,000円、120万4,000円の増となっており

ます。国庫支出金、坂上地区配水管布設工事の分として1,205万9,000円、828万1,000円の減、

都支出金、こちらにつきましては、坂下及び坂上地区の配水管布設工事分として7,292万

5,000円、8,299万5,000円の減でございます。 

  次のページをお願いします。 

  支出。資本的支出３億9,230万8,000円、1,467万7,000円の減でございます。 

  建設改良費２億8,752万8,000円、2,268万8,000円の減、配水施設におきましては、配水管

布設に係る委託料613万5,000円、こちらは199万2,000円の減でございます。工事請負費、１

億2,232万1,000円、4,740万3,000円の増となっております。この工事につきましては、都道、

町道の改修工事に伴うものや、大川浄水場から第一配水池、第三配水池への送水管渠の布設

替え、施設の機器の改修工事でございます。 

  続きまして、坂下地区上水道整備費１億303万7,000円、2,556万1,000円の減。 

  次のページをごらんください。 

  工事請負費でございますが、２本の工事を予定しておりまして9,098万2,000円、2,432万

9,000円の減となっております。 

  坂上地区簡易水道整備事業費5,279万5,000円、4,567万3,000円の減、工事請負費はやはり

２本の工事を予定しており、4,409万8,000円、4,399万1,000円の減でございます。 

  また、次の固定資産購入費では324万円で、給水タンクの運搬車の購入を計画しておりま

す。 

  あと、企業債償還金といたしまして１億407万8,000円、こちらにつきましては182件でご

ざいます。 

  以上で、水道事業会計の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） 先ほど、管理者のほうから報告があったんですけど、断水の問題で、

きょう夕方には復旧するだろうということなんですけど、給水車みたいなのを回す場合、何

日断水したら回すとか、そういう決まりがあるのかどうか。 

  あと、この前は、坂上の工事があったとき、工事の関係で茶色い水が家庭に出たという話

をお伺いしていますけど、その近辺に対しての案内、茶色い水が出ます、出る可能性があり
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ますとか、工事をしていますのでとかという周知はされているのかどうか。若い人だったら、

これ色がおかしいよと、水道の色がおかしいよとわかるとは思うんだけど、高齢者になると、

そのまま水道水を飲んだりというのがあるんで、何とかそういうものの連絡は密にしてほし

いと言われたんだけど、そこら辺はどうなっていますか。 

○議長（小澤一美君） 企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 断水ということでいろいろご迷惑をおかけしまして、きのうから

の断水なんですが、夕べ10時前、９時半ごろでしょうか、水の出が悪いという話から実はス

タートいたしました。護神山からの配水の、いわゆる矢埼を通るラインなんですけれども、

こちらのほうが、通常ですと１時間当たり30トンぐらいの配水、配る水があるところなんで

すが、メーター器を振り切りまして、メーター器のマックスが100トンでしたので、100トン

を超える水が一時的に出ているというところで、それで上のほうから水量が足りないという

ことで断水ということになりました。 

  それの調査として、水道係が調査をしまして、一応、区切りといいますか、バルブ操作を

しまして区切りをつけてどんどん絞り込みをしていったというところで、最終的にきょうの

朝６時前ぐらいでしょうか、漏水箇所が発見されたと。管路台帳で見ますと、口径150ミリ

ですので、これぐらいの直径150ミリの管の恐らく漏水と思われます。10センチのアスファ

ルト舗装を恐らく６センチか７センチぐらい持ち上げるぐらいの勢いで漏水がございました。 

  それにつきましては、両サイドといいますか、その水をとめるべくバルブ操作をいたしま

して、今現在のところは断水をしているところというのは私の耳には入ってきておりません

が、ただ、それの間、調査をするということで、夜中になりますけれども、バルブを締めて

の調査ということで一部分の断水がございました。 

  そういった場合、日中の場合ですと、うちのほうで１トンの給水タンクを持っております。

それをトラックに積んで近いところに設置をさせていただいて、あとは赤とか白になります

けれども、20リットル入りのポリタンク、こちらをうちのほうでも常備しております。こち

らのほうに水を入れまして、断水している家庭にお配りするということで対応させていただ

くように準備をしております。 

  それから、坂上の工事での濁りの件でございますが、こちらにつきましても、実は坂下、

樫立になりますが、都道下で漏水がございました。これの修理をするということで、本管の

漏水でございましたので、バルブ操作をする、本管をとめないと漏水の修理ができないとい

うことで本管をとめる操作をしたんですが、何せ古い管だったものですから、バルブから鉄
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さびが出てしまいました。それを、都道沿いの大きい、皆さん多く使われる管のほうに少し

入り込んでしまったということで、数軒から濁りがあるということで、直ちにそちらのほう

にお伺いしまして、水をちょっと出して様子をみるということで、これにつきましては水を

出すということで解消したというところでございます。 

  一応、断水するに当たりましては、その断水区域内の住民の方にはチラシ等をお配りして、

それで漏水修理を行いますということを事前にお知らせさせていただいておりますが、この

濁りにつきましては、それ以外のところに入り込んでしまったというところで、ご迷惑をお

かけしたというところでございます。 

○議長（小澤一美君） 管理者。 

○公営企業管理者（關村三男君） ご質問の、今回の場合、きょうの朝６時過ぎから、給水対

策を練ってもう準備しておいたんですが、一応、水のほうが回り始めたということで実際は

行動を起こさなかったんですが、準備だけはしておりました。 

  決まりは、そういうのがはっきり言って、ないので、ただ早急に対応するようにしていき

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（小澤一美君） 10番、よろしいですか。 

  ほかに。 

  ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） 管理者に初めて質問するのかと思うんですが、管理者、給水地域とい

うのがありますよね、町にも。それで、過去においては10年ぐらい前、よくその話が出たん

です。というのは、給水地域外に家を建てて、そこの水が１気圧ぐらいでなかなかどうだこ

うだ、給水地域内であっても、３気圧出していないとかいういろんな箇所があって、それは

給水内の部分は改善されたと思うんですが、給水地域外のものに、例えば昔でいえば、飛行

場の上のほう、上のほうというか、あそこが試験場のほうに行く間に家が今はいっぱい建っ

ていますよね。あそこら辺が給水地域外だったんです。あそこらはなかなか水の圧がなくて、

今は出るようになっていると思いますが、それであのときの議論が、試験場にポンプアップ

していった水を使ったらどうだという話もあって、いろいろあったんですが。 

  それで、今はあれはどういうふうな形になっておりますか、あそこは。下で圧をかけて、

ポンプアップで、全ての家に３気圧出すようになっていますよね、今、恐らく。 

○議長（小澤一美君） 課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 空港の上といいますと、クリーンセンター等そういった施設がご
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ざいまして、クリーンセンターでは下のほうにタンクを置きまして、ポンプアップを自前で

やっていただいているというところでございますが、各家庭におきましては、やはりたしか

数軒は下にタンク、受水槽を一度置かれて、そこからポンプアップをされていると…… 

（山口議員「自費でやっているの」の声あり） 

○企業課長（沖山 昇君） 自費でされているというところでございます。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） 自費ということは、各家各家で。では、飛行場の階段になって上がっ

ていくところがあるでしょう、空港の上のほう。それだったらいいんですが、ただ、給水地

域というのは非常に大事で、いろいろ町のほうでも議論がありました、もうそれだったら出

してやったらどうだと。給水地域内であれば、これは町の責任として３気圧出さなくちゃい

けない、これは当たり前の話で、わかりました、その点は。 

  23ページの営業外収益の中の、一般会計補助金がありますよね。539万4,000円ですか、こ

れ、前は、あと残り900万円ありますよね、今、課長が説明したけど。その900万円というの

は３条予算とか４条予算とか、私、勉強不足でよくわからない。起債に充てるお金だからこ

こに載っけていないんですか。当初、最初は1,400何万円とぽんと出たんですよ、予算書に。

今回、それがあれしているから、多分、これ何予算というのか、３条予算と４条予算という

のか、それでその起債に充てるからということでこれには載っけていないのかな、ちょっと

勉強不足で、教えてください。 

○議長（小澤一美君） 企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 山口議員のおっしゃるとおりでございまして、一般会計の営業外

収益での539万4,000円が、こちらが３条予算のほうでございます。残りの949万7,000円、こ

ちらのほうは資本的収入のほうで４条予算のほうに計上させていただいております。 

（山口議員「わかりました。ありがとうございます」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ほかに。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 
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  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第８、議案第18号 平成26年度八丈町水

道事業会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

 ───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第９、議案第19号 平成26年度八丈町一般旅客自動車運

送事業会計予算を上程いたします。 

  説明、企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 水道事業会計の次の、緑色の用紙をおめくりいただきまして、１

ページ目をごらんください。 

  議案第19号 平成26年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算。 

  第１条、平成26年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  第５条と第９条を除き、省略させていただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○企業課長（沖山 昇君） ありがとうございます。 

  次のページをごらんください。 

  企業債第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

  自動車購入事業、限度額1,500万円。 

  次のページでございます。 

  重要な資産の取得及び処分。 

  第９条、重要な資産の取得及び処分は次のとおりとする。 

  （１）取得する資産、自動車、小型乗合バス１台購入。 

  （２）処分する資産、自動車、大型乗合バス１台廃車。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  こちらも水道事業でご説明をさせていただきましたが、会計制度の変更に伴ったものの主

な点もご一緒に説明させていただきます。 
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  24ページをごらんください。 

（議長「資料がどっちがどっちか言えよ。自分でわかってもわからな

いから」の声あり） 

○企業課長（沖山 昇君） 予算書の24ページをごらんください。 

  一般旅客自動車運送事業会計では、営業収益１億2,082万5,000円、それから東京都補助金

11万8,000円、一般会計からの繰入金、企業債などにて予算を組ませていただいております。 

  一般会計からの繰入金は、収益的収入に2,000万円計上いたしております。それから、路

線の小型バス購入のための企業債といたしまして、1,500万円を計上いたしております。 

  均衡につきましては、5,500万円となっております。 

  また、水道でも申し上げましたが、消費税の税率の変更に伴いまして、費用等消費税分が

増額となっておりますので、先に申し上げておきます。 

  それでは、収益的収入及び支出でございます。 

  収入。自動車運送事業収益１億7,602万2,000円、5,044万6,000円の増でございますが、事

業収益１億2,082万5,000円、1,588万4,000円の増、営業外収益2,156万2,000円、92万7,000

円の増、特別利益3,363万5,000円でございます。こちらも会計制度により新たに計上されて

いるものがございます。 

  25ページ、支出でございます。 

  一般旅客自動車運送事業費用１億6,812万2,000円、4,684万9,000円の増でございます。営

業費用１億2,716万9,000円、1,051万3,000円の増、運転費、こちらにつきましては8,034万

5,000円、322万4,000円の増でございます。 

  主なものといたしましては、次のページになります、26ページの上のほうです。 

  賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額で、増となっております。 

  車両修繕費、こちらは675万6,000円で54万4,000円の減でございます。 

  次のページの外注修繕費、こちらが5,984万円、42万8,000円の減が主でございます。 

  続きまして、減価償却費1,265万3,000円、608万3,000円の増、こちらにつきましては車両

分が増えてございます。 

  次のページ、28ページをごらんください。 

  旅客誘致費、こちらは前年とほぼ同額の43万2,000円でございます。 

  次のページをお願いします。 

  一般管理費1,738万3,000円、147万8,000円の増、こちらは退職給付費賞与引当金繰入額、
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法定福利費引当金繰入額による増となってございます。 

  次のページをお願いいたします。30ページでございます。 

  営業外費用659万8,000円、450万6,000円の増、こちらは企業債利息24万3,000円の増、退

職給与金償却の増、それから消費税319万6,000円の増でございます。 

  次に、特別損失3,415万5,000円、3,183万円の増、過年度賞与引当金繰入額、過年度法定

福利費引当金繰入額、退職給付費が新たに増となってございます。 

  また、予備費につきましては20万円でございます。 

  次のページ、31ページをごらんください。 

  資本的収入及び支出でございます。 

  収入。資本的収入、こちらは企業債でございますが、1,500万円、2,900万円の減でござい

ます。こちらは路線バス購入企業債でございます。 

  支出。資本的支出3,270万5,000円、2,422万7,000円の減でございます。こちらにつきまし

ては、建設改良費固定資産購入費が2,201万2,000円で、主にこちらのほうは路線の小型バス

の購入でございます。 

  あと、企業債償還金といたしまして、1,069万3,000円でございます。 

  以上で、一般旅客自動車運送事業会計の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い

します。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） バスの停留所というのは、新設するのは結構難しいものかが、１点。

あと、26ページの軽油費、これ大型車、中型車用の軽油なんだけど、これ、我々一般が購入

するのとどれぐらい安いのか。 

○議長（小澤一美君） 企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 停留所の新設でございますが、こちらはやはり陸運支局のほうへ

申請が必要となります。これには審査がございますので、申請をしてから日数はかかろうか

と思います。 

○議長（小澤一美君） 10番、よろしいですか。 

（奥山（博）議員「油代。10番、よろしくないよ」の声あり） 

○企業課長（沖山 昇君） 一般会計の軽油の代金、あと、一般的に売られている軽油の代金
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というのは、申しわけありません、現在、把握しておりませんが…… 

（山口議員「そんなことじゃだめだろうよ」の声あり） 

○企業課長（沖山 昇君） すみません。申しわけありません。 

（山口議員「俺でさえわかっているのに」の声あり） 

○企業課長（沖山 昇君） 今、企業課で契約している金額は、軽油が１リットル当たり171

円で契約をさせていただいております。 

（発言する者あり） 

○議長（小澤一美君） 10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） まず、停留所、新規では難しいかもしれないけど、臨時でつくっち

ゃえばいいじゃない。というのは、この次の病院の関係なんだけど、今、病院で患者さんが

乗るんだけど、若い人はいいんだけど、やっぱり高齢者は、       まで薬剤とりに

いって、坂上の方なんだけど、また病院に戻らなくちゃいけない。それで、結構、何とかな

りませんかという話はあるんだけど、これはバスの運転手さんとうまく調整していただけり

ゃ一番いいんだけど、       で坂上行のバスは乗せてくれないかという話が来てい

るんだよね。ぜひとも、あそこの距離は、我々ぐらいだったらまだいいけど、高齢者はあそ

こまで行くのも大変なのに、また病院にバスに乗るためには戻らなくちゃいけない。病院の

ほうとも話しなくちゃいけないんだけど、ぜひともそこを早目に改善してもらいたい。 

  また、これが雨だったらなお大変だから。坂上、送ってくれる方はいいけどね、結構多い

んですって、それ。ぜひとも、それお願いします。坂上から票を取るだ、これで、そこどう

なのか。 

  あと、軽油は本当は我々が入れるよりか安くなくちゃいけないから、ちゃんと調べて、入

札のときも気をつけてもらわないと。ここで、何で一般会計から退職引当金みたいなのがぽ

んと来ているわけだから、利益を上げるように少しでも企業で利益も、こういうところを節

約して利益をあげるようにしてもらわないと困るので、そういうところ敏感にやってくださ

い、物の値段。自分のところで軽油を買ったとき幾らだとか、バスの軽油が幾らだとか、ぜ

ひともお願いします。 

○議長（小澤一美君） 要望でよろしいですか。回答が要る。 

  町長。課長じゃ答弁できない。 

  企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 停留所につきましては、       というお話ですが、実は
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       の前といいますか、ちょうど保健所、都道の脇に病院前という停留所がござ

います。そこで乗り降り、乗降は可能となっておりますので、ぜひご利用いただければと思

いますが、周知のほうが不足しているのかというふうに思います。運転手等、案内をできれ

ばするなり、させていただければというふうに思っております。 

  それから、あと軽油につきましては、相場のほうがちょっと申しわけありません、存じ上

げませんで申しわけありませんでしたが、一般会計のほうでも軽油等入札を行っております。

それの金額と比較いたしまして、同額もしくは若干サービスをしていただくということで交

渉等をさせていただくこともございます。一般会計よりも高いということはございませんが、

通常の販売されている価格との比較はされておりませんので、勉強させていただきたいと思

います。 

○議長（小澤一美君） 10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） 今、病院前、停留所が前はあったよね。停留所も今は、だけど立っ

ていないよね。というのは、都道の拡幅工事で。だから、それが危険だから、あそこは乗合

所もないんだよ、言っておくけど。停留所はあっても、人が待っているような場所もないし、

だからそういうのは、そこは停留所、あそこで待っている人なんて見たことない、言ってお

くけど、あんな工事のさなかに。だから、それを移動するとか…… 

（山口議員「変更、すぐできること」の声あり） 

○１０番（奥山博文君） ちゃんとそこら辺は、交流してください、患者さんと。できますか。 

○議長（小澤一美君） 場所の移動はなかなかできないよ。 

  企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 恐らく、博文議員のおっしゃるのは、坂下から来る場合の停留所

が、今、工事の部分で恐らくご不便をかけているということかと思います。それにつきまし

ては工事ということですので、場所的なところもちょっと考慮したいと考えます。 

○議長（小澤一美君） 10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） だから、坂上に行く人のためのバスの停留所だから、病院から行く

とき、こっちに行けば乗っても行けるわけだ。そこは、内部で話し合って、バスの運転手さ

んとも、       から病院に帰らなくてもいいような方法をとってください、わかり

ますか、お願いします。 

○議長（小澤一美君） 関連。長戸路義郎君、12番。 

○１２番（長戸路義郎君） 課長、今、バス停とかそういうあれは全部あるけども、今、バス
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のほうは陸運局に申請すればバス停なしでもできるんだ。今、あそこのレストランから役場

の間の道路が完成すれば、バス停なしでも運転できるようになるから、その申請を上げるべ

き。 

  今の時代は、どこの地方に行ってもバス停というのはなくなっているんだよ、だんだんと。

その辺をちょっと研究したほうがいいと思う。それだけはぜひやってよ。陸運局でもって恐

らくできないことないと思う。三多摩のほうもやっているから、バス停なしというのを。 

（発言する者あり） 

○議長（小澤一美君） 山下町長、答弁。 

○町長（山下奉也君） その辺は調べさせて、先月かな、国交省が来て、私はこの問題を住民

から聞いていますので、ただ、具体的に聞いていないんで、申請しなくてもできますかとい

う、臨時的にという話もしたんですけど、その辺は確認して、なるべく住民の使いやすいよ

うに検討させます。もし、申請が必要であれば、申請させますので。 

  それと、軽油の問題は、本当に企業はもうけることを考えないとですから、一般の価格が

知らないという回答はちょっとまずいと思いますので、その辺もふだんから気をつけさせま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） まあ軽油の話はさておいて、これは過去にもいろいろあったんですよ、

新しくできて、前は談合みたいな感じで何年か順番でやって、値段も随分変だねというよう

な話があって、この問題は、一応、宗おじが毎日毎日頑張ってガソリン問題をやったことが

ありますよ。ガソリンでも、違いますよ、各値段、坂上と坂下でも、かなり。25リットルで

1,000円以上違いますよ。そういう意味では、どこがどうだとちゃんと情報をつかんで、交

渉事だから、入札とはいえ、ちゃんとしてください。 

  それと、27ページ、減価償却費があるでしょう。これ、1,265万円というんだけど、例え

ば車両、減価償却が終わった、これは流動したんですよね、車両。減価償却が終わったもの

って結構ありますか、車。 

○議長（小澤一美君） 大澤経理係長。 

○企業課経理係長（大澤知史君） ちょっと今、台数があれなんで、全部で９台あるんですけ

れども、恐らく５台ぐらいは償却が終わって、残存価格だけが残っている状況かと思います。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） やっぱり長く使うということも大事なんですが、以前、それで新車を
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買うはめになったと思うんだけども、買うことになったと思うんだけども、いわゆる修理が

高過ぎて、維持管理が高過ぎるというような話も聞いたので、ただ、大体どれぐらい、まあ

物はよくなったと思うんですが。 

  あと、新車を買うための財源構成、これ起債が認められていますよね、たしか。それをち

ょっと教えてほしい、財源構成、車を買うときの。 

○議長（小澤一美君） 大澤係長。 

○企業課経理係長（大澤知史君） 財源構成に関しては、企業債、東京都の振興基金を充てて

おります。 

○９番（山口英治君） 全て。 

○企業課経理係長（大澤知史君） 車体価格のみです。 

○９番（山口英治君） だから、まるまる。 

○企業課経理係長（大澤知史君） まるまるです。 

○９番（山口英治君） ああ、そうですか。あと何年ぐらいかかるの、それで支払いは。 

○企業課経理係長（大澤知史君） 支払いは５年です。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） 財源のあれ、ちょっと町長、俺もわからなくて質問するんだけど、そ

れが起債が認められるということは、係長、起債が認められるということは、後から戻って

くる金もあるんですか。 

○企業課経理係長（大澤知史君） 戻ってくるお金と言いますと。 

○９番（山口英治君） 要するに、普通、通常起債というのは…… 

○企業課経理係長（大澤知史君） いや、交付税はないです。 

○９番（山口英治君） 全て交付税はないんですか。 

○企業課経理係長（大澤知史君） はい。 

○９番（山口英治君） そうすると、金利の部分も。 

○企業課経理係長（大澤知史君） 金利もございません。 

○９番（山口英治君） そうですか。もし、そういうのが戻ってくれれば大したものだけど、

じゃ、要するにお金を貸してあげるというだけの話か。町の財源でも一般会計から借りても

いいということなんだ。まあ企業だから、一般会計とは区別してやらなくちゃいけないとい

うことで、起債をしているわけかな。起債をやるメリットはないわけだ、じゃ。 

○議長（小澤一美君） 大澤係長。 
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○企業課経理係長（大澤知史君） まあそうですね、できれば。 

○９番（山口英治君） というのは、一般会計と公営企業は別会計だから、極端に言えば、分

けていると。極端には一般会計から借りても問題はないわけだ。俺も頭がごっちゃだけど、

極端に言えば、お金の話だけで言えば。別にキリの裏負担もないし、起債したからといって

交付金がつくわけでも何でもないし。 

  ということは、企業ということで一般会計と分けているというふうに理解したほうがいい

のかな。例えば、この起債が認められなかったら大変だとか何とかといっても、別に一時借

り入れれば済む話だから。そういうふうに理解してよろしいですか。 

○企業課経理係長（大澤知史君） はい。 

○９番（山口英治君） ありがとうございました。わかりました。 

○議長（小澤一美君） ほかに。 

  ８番、奥山幸子君。 

○８番（奥山幸子君） 空気を運んでいるということで、大きなバスを走らせていることに対

して住民からいろいろ不満もあったんですけど、今回、小型バス導入ということでよかった

と思うんですけど、路線変更はないんでしょうか。通常どおりなんでしょうか。 

○議長（小澤一美君） 企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 路線バスの路線変更につきましては、病院、それから病院と庁舎

の間の道路が完成しましたら、申請のほうをさせていただきまして、そちらのほうの路線変

更は申請を行います。 

○議長（小澤一美君） ８番、奥山幸子君。 

○８番（奥山幸子君） その部分も聞こうと思ったんですけど、役場から病院までの道路がい

つできるのかというのが一つと、それと、今言った小型バスを導入するメリットというのは、

人件費はほとんど変わらないということだったんですけど、燃料費の問題が一つですよね。 

  もう一つは、やっぱり細かに動けるということだと思うんですね。住民の要求はその部分

だと思うんですけど、その辺は検討していただけないんでしょうか。病院から役場の道路だ

けではなくて、もっと小回りのきく、そういう路線というのができないかという、その辺教

えてください。 

○議長（小澤一美君） 管理者。 

○公営企業管理者（關村三男君） バスの配車そのものにつきましては、いろいろ乗り方を考

えながらやっていかないといけないというふうに考えておりますし、今、アンケート等もと
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って、どこの路線がどういうふうに使用しているかというようなのも確認しながら進めてお

りますので、今しばらく時間をいただきたいというふうに考えております。 

○議長（小澤一美君） ８番、奥山幸子君。 

○８番（奥山幸子君） 役場から病院までの道路はいつ完成するんですか。 

○議長（小澤一美君） 管理者。 

○公営企業管理者（關村三男君） 今のところ、今３月の末なんですけども、なるべく早くで

きるというふうに聞いてございます。 

○議長（小澤一美君） 建設課長。 

○建設課長（八洲 進君） 新庁舎から病院へ行く道路でございますが、これは繰り越しをい

たしまして、平成26年の４月末に完成する予定でございます。 

（奥山（幸）議員「はい、わかりました」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ５番、水野佳子君。 

○５番（水野佳子君） 関連なんですけれども、４月に完成をして、庁舎にバスが乗り入れで

きる時期はいつになるんでしょうか。 

○議長（小澤一美君） 企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 道路が完成いたしましてから申請というところでございますが、

前にもご質問がありましてお答えさせていただいておりますが、おおむね６カ月というとこ

ろでございますけれども、なるべく短縮できるようにということで、警察等公安委員会、そ

ちらのほうとの話し合いも進めてございます。できるだけ短縮できればというふうに考えて

おります。 

（水野議員「ありがとうございます」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第９、議案第19号 平成26年度八丈町一

般旅客自動車運送事業会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第…… 

（山口議員「議長、10番議員の同意を得て休憩動議をお願いいたしま

す」の声あり） 

○議長（小澤一美君） １時30分まで…… 

（事務局長「１時までにしませんか」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 町長が用事があるそうで。 

○町長（山下奉也君） 老人ホームで寄付をしたいという方がおりまして、昼休みそれをいた

だきに行かないとなので、１時半まで休憩してもらえれば……。 

（長戸路議員「午前中で終わって、説明方だけやっちゃって」奥山

（博）議員「病院だけやっちゃおう」の声あり） 

○議長（小澤一美君） それならば、休憩取り消し。 

（発言する者あり） 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第10、議案第20号 平成26年度八丈町病院事業会計予算

を上程いたします。 

  説明、企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 黄色い色紙の次のページ、１ページをごらんください。 

  議案第20号 平成26年度八丈町病院事業会計予算。 

  第１条、平成26年度八丈町病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

  第５条、第10条を除いて省略してもよろしいでしょうか。 

（「省略」の声あり） 

○企業課長（沖山 昇君） ありがとうございます。 

  次のページ、２ページをごらんください。 

  企業債第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定

める。 

  病院施設整備事業、限度額7,060万円、医療機械器具整備事業、限度額4,170万円、合計１
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億1,230万円。 

  次のページ、３ページをごらんください。 

  重要な資産の取得及び処分。 

  第10条、重要な資産の取得及び処分は次のとおりとする。 

  取得する資産、医療機器、個人用透析監視装置８台購入、医療機器、光電デジタル脳波計

１台購入。 

  次のページをごらんください。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  26ページをごらんください。 

  病院事業会計では、医業収益11億5,944万円、一般会計からの繰入金、企業債にて予算を

組ませていただいております。 

  一般会計からの繰入金でございますが、収益的収入に１億1,324万1,000円、資本的収入に

8,535万6,000円を計上いたしております。また、本年４月より、先ほども申し上げましたけ

れども、消費税の変更により消費税分が増額となっておりますので、ご了解ください。 

  それでは、収益的収入及び支出でございます。 

  収入。病院事業収益、16億5,919万1,000円、4,641万円の増でございますが、医業収益が

11億5,944万円、医業外収益が３億2,197万円、特別利益１億7,777万9,000円でございます。 

  病院事業会計におきましても、会計制度の改正により新たに設定されているものがござい

ます。 

  次のページ、28ページをお願いいたします。 

  支出。病院事業費用3,958万7,000円の増で、16億4,961万5,000円でございます。医業費用、

14億2,268万5,000円、１億3,353万9,000円の減、給与費４億9,337万2,000円、1,390万7,000

円の増でございます。こちらの給与費の主なものといたしましては、給料が866万1,000円の

増、手当が2,065万4,000円の減、賞与引当金繰入額、法定福利費ほかの引当金繰入額分の増

で、給与費全体では増となってございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  材料費３億4,578万2,000円、２億3,341万円の減でございます。こちらにつきましては、

薬品費が大きな減となってございます。 

  続きまして、経費３億8,839万6,000円、3,450万8,000円の増でございます。こちらにつき

ましては、次のページ、30ページの賃金8,084万6,000円、286万3,000円の増は、こちらにつ
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きましては臨時賃金の増。 

  続きまして、次のページの下の燃料費が1,840万3,000円で、217万5,000円の増、それから

次の光熱水費、こちらが3,665万円で、421万8,000円の増でございます。こちらにつきまし

ては、消費税の値上がり等を考慮しつつ、実績により算出いたしております。 

  また、一番下の委託料につきましては１億7,335万3,000円、2,750万5,000円の増でござい

ますが、こちらにつきましては、電子カルテの関係での委託料が増えてございます。 

  次の32ページをごらんください。 

  修繕費では、建物、医療機器等の修繕が111万7,000円の減で、1,080万円となってござい

ます。 

  次の33ページ、管理費でございます。 

  管理費4,964万円、771万1,000円の減でございます。 

  こちらにつきましては、賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額、貸倒引当金繰入額

等を新たに計上しておりますが、退職給付費の1,076万2,000円の減により、管理費全体とい

たしましては減ということになってございます。 

  次のページ、34ページ、医業外費用でございます。4,891万5,000円、465万3,000円の減で

ございます。こちらは次のページ、35ページになりますが、消費税納付額は増えております

けれども、主に企業債利息、こちらが201万4,000円の減、繰延勘定償却402万2,000円の減な

どによるものでございます。 

  特別損失１億7,777万9,000円、これにつきましては、過年度賞与引当金繰入額、過年度法

定福利費引当金繰入額、退職給付費を新たに設定しております。 

  予備費につきましては、20万円でございます。 

  次のページ、36ページをお願いいたします。 

  資本的収入及び支出でございます。 

  収入。資本的収入２億3,813万円、2,902万円の減でございます。企業債が１億1,230万円、

250万円の減でございます。 

  一般会計補助金、こちらが8,535万6,000円、1,275万2,000円の増となってございます。 

  都支出金、こちらにつきましては3,784万9,000円、72万8,000円の増でございます。 

  他会計補助金、こちらは262万5,000円、4,000万円の減でございます。 

  こちらにつきましては、平成25年度におきまして、医療情報システム補助4,000万円が計

上されております。 
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  続きまして、支出。資本的支出２億8,933万1,000円、3,381万5,000円の減でございます。 

  建設改良費１億2,607万3,000円、4,722万3,000円の減、こちらの建物整備費では、地下タ

ンクの改修工事を行う予定をしております。 

  次のページをごらんください。37ページです。 

  固定資産購入費5,303万5,000円、１億1,010万2,000円の減となっております。あと、企業

債償還金といたしまして１億6,325万8,000円、2,057万円の増となってございます。 

  以上で、病院事業会計の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  ８番、奥山幸子君。 

○８番（奥山幸子君） 院外薬局の件なんですけど、島内に３カ所あるというお話ですけど、

受け取り方法が住民に周知されていないように思うんです。先ほどの話では、      

 に行くのに歩いていかなくちゃいけないと。ほかの薬局に聞いたら、郵送もしてくれると

いう話なんですね。その後でまた       に聞いたら、そこでも郵送ができるという

お話でしたので、そういうことを住民の皆さんは知らない方、知っている方とばらばらだと

思うんで、その辺きちんと整理して、住民に配布するとか広報に載せるとかしていただきた

いと思うんですけど、課長、答弁お願いします。 

○議長（小澤一美君） 病院事務長。 

○病院事務長（和田一宏君） あくまでも企業の問題ということで、なかなか格差が生じたり

とかいろんな問題があると思いますので、その辺はちょっと調整しながら、町としてＰＲで

きる部分があるかどうか、確認しながら行っていきたいと思います。 

○議長（小澤一美君） 10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） 広報は別に、病院に行かない人はそんな関係ないから、病院の中に

張り出して周知させるように。これ、配達してくれるところもあるよ。 

（山口議員「配達するよ、今、どこでも」の声あり） 

○１０番（奥山博文君） 郵送もだろうけど、薬局の方が坂上まで配達する、そういうシステ

ムもあるから、ぜひとも、院外薬局の３つの薬局と話して、どこまでのサービスができるの

か、それをやって、病院の薬局のところに張り出せばいいんだよ、何カ所か。 

  結局、後で言おうと思ったんだけど、患者の身になって、企業は全てそうなんだろうけど、

お客さんの身になって、病院は患者の身になってやってもらわないと、何か高飛車っぽいと
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患者さんから苦情もあるから、もうちょっと患者さんの身になるような病院になってほしい

と思うので、これは要望ですけど、努力していただきたい。よろしくお願いします。 

○議長（小澤一美君） ほかにございますか。 

  ７番、菊池睦男君。 

○７番（菊池睦男君） 現状でも調剤薬局のほうへあっせんするようになっているようですが、

今もう100％調剤薬局にしてしまうんですか、病院内の薬局は使わないということですか、

そこはどうなんですか。 

○議長（小澤一美君） 事務長。 

○病院事務長（和田一宏君） 病院内でしか取り扱えない薬品というのも当然ありますので、

そういった部分については病院内に残りますが、今のところは患者さん全て院外薬局のほう

にご案内を差し上げているところです。 

○議長（小澤一美君） ７番、菊池睦男君。 

○７番（菊池睦男君） 今までの議論の経過では、やはり院内の薬局があったほうがお年寄り

はよかったんじゃないかというような話もあったんだよね。だから、現に今も出てくるよう

に、調剤薬局のほうに行って、バスの問題とかあるわけなんだけども。 

  そうすると、薬剤師はこの前の話でも３人使うということだし、100％というか、大方は

調剤のほうへ行ってくださいということになると、そうすると患者への利便性という点では

かなり不便になる部分もあるわけだね、現実的には。 

  病院のほうでは人件費も大して、薬剤師が４人が３人になったということになるわけなん

だけれども、そこらあたりはどういうふうに評価しますか、考えますか。 

○議長（小澤一美君） 病院事務長。 

○病院事務長（和田一宏君） 人件費等についてもいろいろ考え方があると思うんですが、薬

剤師の数等については、入院患者の数、それから院内で処方される処方箋の数、これによっ

て決まってきます。ですので、今後、院外処方というのが確立されてきっちりしていけば、

当然、薬剤師の数は減らすことも可能だと思っております。 

  ですので、ただし、病院としては、今後、院外に出して薬剤師のほうが手薄になるわけで

すので、病棟のほうの服薬管理指導料、こちらのほうの加算を、将来的には、いつできるか

わかりませんけれども、できれば27年度を目途に、そういったものも目指していきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（小澤一美君） ７番、菊池睦男君。 
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○７番（菊池睦男君） そうすると、今回は薬品費が調剤に回るわけだから、医業収益の中の

薬品が大きく減じるだろうというふうに思うんだけれども、予算書を見ると、全然その薬代

の歳入が、収入が見受けられないんだけれども、それはどうしてなんですか、それを教えて

ください。 

  それと、あとは具体的な金額が出ていないんですよね、さっきの委託費、賃借料、これが

31ページの、賃借料と委託料、小計は出ているんだけれども、それぞれの各項目の金額が出

ていないのはどうしてですか。ちょっと、委託料なんかは何が幾らかかっているのかなとい

うのを見たいんだけれども、合計額だとわからないんだけれども、それはどうしてですか。 

○議長（小澤一美君） 病院事務長。 

○病院事務長（和田一宏君） 薬品費の減につきましては、予算書の中で医業費用の材料費、

この中の薬品費、これが26年度の予算で２億7,500万円となっております。26年度の予算で

２億7,500万円、当初予算ですね。 

（菊池（睦）議員「僕が言うのは、収入のほうに上がっていない」の

声あり） 

○病院事務長（和田一宏君） 収入。 

○議長（小澤一美君） ７番、菊池睦男君。 

○７番（菊池睦男君） 薬の販売をしているわけでしょう。 

○議長（小澤一美君） 病院事務長。 

○病院事務長（和田一宏君） 収入のほうは、当然、院外処方になるわけですので、外来収益、

こちらのほうが約５億8,800万円ということで、25年度に比べ２億5,000万円減額となってお

ります。これが薬品費に係る収益かなと。あとは、入院等の薬品の収益もありますので、そ

れは入院費の中に含まれております。 

  以上です。 

○議長（小澤一美君） ほかにございますか。 

  菊池睦男君。 

○７番（菊池睦男君） 項目が出ていないのはどうして。金額。 

○議長（小澤一美君） 病院事務長。 

○病院事務長（和田一宏君） 委託料の項目については、当然、細かいものもございますが、

ほとんどのものが入札に係るものでございますので、詳しい金額はお出ししていないところ

でございます。 
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○議長（小澤一美君） ほかに。 

（菊池（睦）議員「何で合計なの」の声あり） 

○議長（小澤一美君） よろしいですか。 

  ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） 管理者、管理者もまだ事務長のころ、療養型の新設という話を聞いた

ことがありますか、いわゆる、いろんな問題で介護等の。昔は、それで町も５床ぐらいやろ

うとしたんだが、国の政策のことで、要するにその件については補助金は出しませんよと、

認めませんよというようなお話があって、療養型の病院というのは全国どこでもつくれなく

なったんだが、でも今、方向性が変わったんじゃないのかなと。それで、療養型、八丈町も

前管理者はたしか考えると、前々管理者も考えるみたいな話があったんですが、そのことに

ついてはどういうふうな方向に今、進んでいるんですか。 

○議長（小澤一美君） 管理者。 

○公営企業管理者（關村三男君） ただいまの件につきましては、来年のこの予算に、亜急性

期の形で入院患者を受け入れるということで予算計上しておりまして、これが国の制度がま

た変わりそうでありますので、今のところ亜急性期という言葉を使っておりますが、それが

もうちょっと違う言葉になろうかと思いますけれども、とにかく病院の今、ベッド稼働率が

50％を切っていますので、少しでも上げるようなことで亜急性期をやっていきたいというふ

うに考えてございます。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） やはりすごく大事だと思うんですよ。今、稼働が50％とかそういうこ

とになれば、あるものをそのまま療養型に変更できることも、例えばですよ、３床とか２床

できないのかなと。国が結構、この件に関してはふらふらしていますよね。政権が変わるた

びに、何か先、これが見えなくなってきたり、見えてきたりという部分があるんですけど、

現在、じゃ、状況としては、それを方向性としてはやるという、町では療養型の病床をつく

るというふうに理解してよろしいんですか。それで、何床なの、それは。 

○議長（小澤一美君） 管理者。 

○公営企業管理者（關村三男君） その療養型という名称が変わって、亜急性期という形にな

っていこうかというふうに思います。 

（山口議員「中身は同じでしょう」の声あり） 

○公営企業管理者（關村三男君） それで、また11月ごろにその法律がまた変わるというよう
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な感じで聞いておりますが、とにかく中身的には同じような形で、ただ、私どもとしては８

人、８床を、50床の内８床を亜急性期にかえていこうという方向で進めておりますが、急性

期じゃなくて亜急性期という形での。ただ、それが、また本当にもうちょっと情報を細かく

とらないとですが、微妙に法律が変わっていくということなんで、とにかく方向性としては

進めてまいります。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） 確かに、管理者、胃ろうの話をすると博文君に怒られるんですが、今、

島外でも、やはり大変なんですよ。そういう意味で、僕はなかなか今の新しい文言は知らな

くて、旧来型のしゃべりをしたんですが、８床もあればそういうことにも対応できるわけで

すよね。昔でいえば、療養型という形であれば。要するに、例えば胃ろうの方も対応できる

というふうに理解してよろしいですか。そうすれば、二重生活やっている人は……。 

○議長（小澤一美君） 事務長。 

○病院事務長（和田一宏君） 管理者から亜急性期と病床という話が出ましたけども、これに

つきましては、一番簡単な例えが、例えば骨折をしましたと。ところが急性期の病状になり

ますよね。この骨折が治りました。今度、リハビリをしなければ在宅に復帰にできませんと

いうことで、60日間、町立病院で在宅復帰支援ということで受け入れるということがこの亜

急性期、これが恐らく地域包括ケア病床というふうに名前が変わっていくと思いますけども、

ということで、胃ろうの受け入れとはちょっと違います。あくまでも、在宅復帰の支援をす

るということですので、最長60日間、病院のほうでリハビリをしていただいて、７割以上が

在宅に帰っていただかないと認められないというような病床の運営形態となる予定です。 

（山口議員「おかしいじゃん、それじゃ」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） 中身、今あるものと何の関係もないでしょう。例えば、今だって病院

は３カ月はいられるでしょう、病気でも何でも。そうすれば、病院の点数変わらないですよ、

３カ月は。３カ月たったら点数が変わるから、ほかの病院に転院してくださいとか何とかと

いう話があるんですが、それでなくて、僕が言うのは、療養型という解釈の仕方で、管理者

と事務長と少し考えが……。 

  そんな２カ月とかいう話だったら、療養の８なんというのは、僕が言っている意味の、従

来の療養型の話はどうなっていますかと、胃ろうの問題で何度も何度も質問して、島外にも

そういう方がいらっしゃると。そうやって２つの生活になって非常に厳しい状況になると、
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これは10年来話していますよ、もう。その問題が、じゃつくるということで、だったら、そ

の問題が解消できるのかなと。例えば、養和会さんとうまく連携したらできるのかなと、３

カ月ぐらいでこうね。 

  ２カ月だったら、今の病院だって骨折して２カ月だったらいられるでしょう、病院に。点

数だって１円も違わないですよ、医療費だって。３カ月以上たつと問題がある。その３カ月

以上たったのを、それをどうするかという話なんですよ、療養型というのは。じゃ、療養型

でも何でもないんだ、これは。全然質問に答えていないじゃないか。認識が変だよ、どうで

すか。 

○議長（小澤一美君） 管理者。 

○公営企業管理者（關村三男君） すみません。療養型をもう一回精査させてもらって、とに

かく、今の制度の中で一番できることはどうだろうかというふうに内部で検討させてもらい

ながら、今、進めております。 

  ただ…… 

（山口議員「今の病院でできる話で、ここで今言っている話は」の声

あり） 

○公営企業管理者（關村三男君） いや、それでもこの10年前からベッドの稼働率がすごく落

ち込んでいる状況、最高70％のときから今50％というのがもう五、六年ですか、続いている

こともありますし、今からどういう、患者さんの動向も変わってきているということ、おっ

しゃっているような形で東京に長期で出かけている方もいらっしゃいます。そういう形のと

きに、どういうふうな方向で受け入れられるかといいますか、とにかく今の制度の中で一番

できることを最大限に考えながらやっていこうというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） わかりにくくて困るんだけど、今ある、事務長がお話しされた２カ月

間の話でしょう。病院は２カ月間いようが３カ月いようが関係ないんですよ、病院の収入に

おいては。極端に言えば、点数は変わらないから。ただ、３カ月超えた場合には、医療費が

がくんと落ちちゃいますよ、点数が落ちちゃって。だから、今の病院でも、そういう新しい

８床設けるとか何とかしなくたって同じことができるんですよ、新たな項目をつけなくても。

違うんですか、できないの。 

○議長（小澤一美君） 事務長。 
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○病院事務長（和田一宏君） この亜急性期と言わせてもらいますけど、この病床については、

要は別に別個に高い点数をとれるということで、病院の収入が増えるということになります。 

（山口議員「増えるの、高い点数がとれるの」の声あり） 

○病院事務長（和田一宏君） はい、そうです。 

（山口議員「普通の骨折とか何かよりも」の声あり） 

○病院事務長（和田一宏君） 骨折は急性期ですので、ちょっとそこら辺はわかりませんけれ

ども、今のところ２万点ぐらいとれるという計算をしております。ですので、病院の当初予

算の中には6,000万円強の亜急性期の入院費を見込んでおります。 

（山口議員「じゃ、経営上の話だ。住民は関係ないんだ」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） 今の話なんだけど、３カ月以上になると点数が下がって、転院とか、

いろいろたらい回しされるような制度があるわけだよね。今、一番問題になっている。 

  だから、もうかる、もうからない、物すごく大事なんだけど、島の町立病院なんだから、

ぜひとも、ぐるぐる回されている患者さん、八丈の住民の方で、もし受け入れられるんだっ

たら、利益はないかもしれんけど、１年でも２年でも、そういう空き室があるんだったら。

ぜひともそういう制度も、いいじゃない、別にもうからなくても。島の住民が東京でぐるぐ

るたらい回されるようなことをされているようなことを、やらないとだめだよ、この町立病

院というのは。ぜひとも地元に戻ってきてもらって、もうからなくてもいいから、八丈で入

院させてもらえるような病院になってもらいたいんだけど、そこいら辺はどういうふうに。 

○議長（小澤一美君） 管理者。 

○公営企業管理者（關村三男君） すみません、さっき舌足らずな形になって。 

  現実的には、何年間もお世話している方もいらっしゃいます。ただ、表面的に僕らが言え

るのは、今のところ、亜急性期の形をやっていきながらということをしていきながら、患者

さんのぐあいによっては早目に退院する方もいらっしゃいますし、長期でそのまま入院して

いる方もいらっしゃるということをお知らせいたします。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） 端的に伺います。例えば、胃ろうの問題、今まで町の病院として受け

付けませんという表上の問題がありました。 

  ただ、その３カ月以内でもいいですよ、３カ月間でも診てもらえれば、あと在宅でやりな

がら、１日、２日在宅でやってまた戻せばいいわけですから、身内の方ではできるわけです
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から。 

  例えば、ショートステイみたいな感じもありますよ、在宅介護で。胃ろうの場合は、今ま

で町がやってきたこと、違うんですよ。病院は一切受け付けないんだというふうなことでず

っと来ましたよ、僕の知る限りでは。 

  仮に、今、養和会さんも受け入れるような感じがありますけど、養和会さんも目いっぱい

で。例えば、老人、自分のところでそういう胃ろうになった人は面倒見ますと、でも、一般

在宅介護で胃ろうになった人は見ませんと。だから、東京に行って、現実問題、それが現実

なんだ。だから、その問題をずっと言い続けてきているわけ、透析と同じことだよと。これ

が何でできないんだと、同じ島民なのに。だから、療養型の話が出た、うれしかったですよ、

正直言って。それが果たして実現できるかできないかは別問題として。 

  だから、はっきり言うけど、できるの、今、入院は。内緒みたいな話でできるかできない

か、そんないいかげんなおかしな答弁しないで、ここは議会なんだから。できるのか、でき

ないのかはっきり言ってくださいよ。 

○議長（小澤一美君） 管理者。 

○公営企業管理者（關村三男君） 現実に即して、そのときにドクターが判断して、この前も

胃ろうの方も受け入れている状況もございます。 

（山口議員「わかりました。じゃ、受け入れられるということです

ね」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ほかに。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第10、議案第20号 平成26年度八丈町病

院事業会計予算は、原案どおり可決いたしました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

○議長（小澤一美君） ホームのほうでご喜捨賛助金の申し出があったそうです。町長みずか

らがその現場に立ち会われるそうでありますので、１時30分まで休憩いたします。 

（午後 零時） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（小澤一美君） 休憩を解いて再開いたします。 

（午後 １時３０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（小澤一美君） 先ほど、病院問題、關村管理者より説明がございますので、ご清聴く

ださい。 

  管理者。 

○公営企業管理者（關村三男君） 午前中お話ししました胃ろうの関係ですが、僕のちょっと

舌足らずで申しわけなかったですが、胃ろう患者につきましては、胃ろうが今始まっている

方については受け入れはできない。ただ、うちのほうに通常に入院なさった時点では胃ろう

でも何でもなくて、その後に医者が胃ろうを施すような患者については、入院して胃ろう処

置をやっているということでございますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（小澤一美君） ９番、山口英治君。 

○９番（山口英治君） そういうことであれば、３年でも５年でも診るということですか。 

○議長（小澤一美君） 管理者。 

○公営企業管理者（關村三男君） 期限を長期という形に多分なろうかと思うんですが、その

実情に合わせて対応していっているというふうに理解しております。 

（山口議員「そこがわからなくちゃ困るんだよ。そこなんだよ、問題

は」の声あり） 

（長戸路議員「それは医者が対応するよ」の声あり） 

（山口議員「だから３カ月なのか、３カ月以上いられるのか、３カ月

以上たつと点数が減るでしょうが。病院経営に影響があるでしょう。

１年でも……」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 管理者。 

○公営企業管理者（關村三男君） ３カ月以上になると金額は減るわけなんですけども、今現

在３カ月以上でも…… 
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（山口議員「受け入れる」の声あり） 

○公営企業管理者（關村三男君） 受け入れている人もいるということでございます。 

（山口議員「だから……」の声あり） 

○公営企業管理者（關村三男君） すみません、今現在、胃ろうしている方は受け入れはでき

ないということで、ご理解をお願いします。 

○議長（小澤一美君） ９番。 

○９番（山口英治君） 訂正なのか何かよくわからんですけど、そこの胃ろうの現在、在宅で

胃ろうにかかっている方を診ることはできないということは、風邪引いたり、ほかの病気が

出た場合は診てあげるけども、あわせて、ということでしょう、それはできるでしょう。 

○公営企業管理者（關村三男君） はい。 

○９番（山口英治君） それと、ぐあいが悪くて入院するわけだよ。医者の判断で胃ろうにし

なくてはいけないということで胃ろうにするわけですよ、医者のあれで、患者さんの了解も

得なくちゃだけど、家族だの。 

  そうなった人の場合はどうなんですかということ。３カ月で退院させるんですかと、まあ

４カ月で退院させる場合もあるけど、それであとは在宅にさせるのか。今までみんな在宅に

なっているわけです。誰も自分んちで胃ろうの手術しませんからね、病院でやるから。そこ

はどうなのか。そうすれば、そのままいられるということであれば別に……。 

  だから、病院の話は長くなるから嫌だっていうの。 

○議長（小澤一美君） 管理者。 

○公営企業管理者（關村三男君） 期限を今はっきり申し上げることはできないですが、病状

によってドクターが判断して、そのまま入院になるということで考えております。 

○９番（山口英治君） 入院にはなるんだよ、その期間だよ。 

○公営企業管理者（關村三男君） ですから、期間は病状に…… 

○９番（山口英治君） あるのかないのか。 

○公営企業管理者（關村三男君） 病状に基づいてドクターが判断するというふうに考えてお

ります。 

○９番（山口英治君） だから、あるということですね、ないということ、あるということ。 

  だって、胃ろうということはずっと看護婦さんか何かしないとできないもの。 

○公営企業管理者（關村三男君） ３カ月以上という話です。 

○９番（山口英治君） だから…… 
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○公営企業管理者（關村三男君） ３カ月以上であっても、医療請求が低くなっても、そのま

ま入院という形にドクターが判断すればそういうふうになろうかというふうに理解しており

ます。 

○９番（山口英治君） 非常にわかりにくいけど、わかりました。 

（奥山（博）議員「医者の判断だ」の声あり） 

○９番（山口英治君） 町長、ちょっとうまく代弁して。 

○議長（小澤一美君） 町長。 

○町長（山下奉也君） 医者の判断もですけど、やっぱり基本的には胃ろうは受けないという

方針は、基本的に昔から同じです。ただ、それが胃ろうだけでずっと何カ月も５カ月もとい

うのは、基本的にないということでご理解いただきたい。 

○９番（山口英治君） これだよね、３カ月だよね。 

（長戸路議員「３カ月だよ」の声あり） 

○９番（山口英治君） はい、わかりました。 

○議長（小澤一美君） よろしいですね。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第11、議案第21号 八丈町行政財産使用料条例の一部を

改正する条例を上程いたします。 

  説明、建設課主幹。 

○建設課主幹（菊池 良君） それでは、書類番号の13をお願いいたします。 

  議案第21号 八丈町行政財産使用料条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、行政財産使用料の督促及び延滞金の徴収については、八丈町分担金その他収入金及

び滞納処分に関する条例の規定が適用できるように条例を改正したいので、本案を提出しま

す。 

  次のページをお願いいたします。 

  八丈町行政財産使用料条例の一部を改正する条例。 

  八丈町行政財産使用料条例の一部を次のように改正する。 

  第８条を次のように改める。 
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  督促及び延滞金。 

  第８条、使用料の督促及び延滞金の徴収については、八丈町分担金その他収入金の督促及

び滞納処分に関する条例の規定による。 

  附則、この条例は平成26年４月１日から施行する。 

  以上、この使用料条例の督促及び延滞金につきましては、八丈町分担金その他収入金の督

促及び滞納処分に関する規定を適用するというふうに改めるものでございます。 

  以上です。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第11、議案第21号 八丈町行政財産使用

料条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第12、議案第22号 八丈町公民館条例の一部を改正する

条例を上程いたします。 

  説明、教育課長。 

○教育課長（福田高峰君） 次のページをお願いいたします。 

  議案第22号 八丈町公民館条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、消費税率上げに伴い条例を改正する必要があるので、本案を提出します。 
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  次のページをお願いいたします。 

  八丈町公民館条例の一部を改正する条例。 

  八丈町公民館条例の一部を次のように改正する。 

  この条例改正につきましては、４月から消費税が５％から８％に改正することに伴いまし

て条例を改正するものでございます。これまで別表２のほうに、この表から５％を掛けた額

を計算しまして使用料としておりましたけれども、この７条の５％の文言を削りまして、第

２表の額をそのまま消費税８％を上乗せしたものの額に改正するものでございます。 

  附則、この条例は平成26年４月１日から施行する。 

  以上で説明とさせていただきます。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第12、議案第22号 八丈町公民館条例の

一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第13、議案第23号 八丈町障害程度区分判定等審査会の

委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例を上程いたします。 

  説明、障がい福祉係長。 

○福祉健康課障がい福祉係長（大川和彦君） 次のページをおめくりください。 

  議案第23号 八丈町障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正

する条例。 
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  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部施行に伴い条

例を改正する必要があるので、本案を提出します。 

  １枚おめくりください。 

  八丈町障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例。 

  八丈町障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例の一部を次のように改正す

る。 

  題名を次のように改める。 

  八丈町障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例。 

  第１条中の文言を、程度区分を支援区分に改める。 

  附則、この条例は平成26年４月１日から施行する。 

  以上です。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第13、議案第23号 八丈町障害程度区分

判定等審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたし

ました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第14、議案第24号 八丈町営住宅条例の一部を改正する
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条例を上程いたします。 

  説明、建設課主幹。 

○建設課主幹（菊池 良君） 次のページをお願いいたします。 

  議案第24号 八丈町営住宅条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、町営原山団地の建て替えに伴い条例を改正する必要があるので、本案を提出します。 

  次のページをお願いいたします。 

  八丈町営住宅条例の一部を改正する条例。 

  八丈町営住宅条例の一部を次のように改正する。 

  別表中、原山団地の住所、年度、構造、面積等を下記の表に改めるものでございます。建

て替え前の原山団地は、全部同じ部屋16戸でしたけれども、建て替え後、４月から供用を開

始する原山団地につきましては、６種類の広さに分かれております。部屋の間取りは２ＬＤ

Ｋ６戸、３ＬＤＫ６戸でございます。 

  それに、別表の部中、459を455に改める。 

  附則、この条例は平成26年４月１日から施行する。 

  以上でございます。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第14、議案第24号 八丈町営住宅条例の

一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第15、議案第25号 八丈町廃棄物の処理及び清掃に関す

る条例の一部を改正する条例を上程いたします。 

  説明、住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） 議案に入ります前に、一般会計におきましてじん芥処理費で奥山

幸子議員が備品購入費の1,364万円につきましてご質問のあった破砕機能のついたユンボに

つきまして、一応24.5センチメートルからどんどん小さくしていくというようなことでござ

います。 

  それでは、議案の方に入らせていただきます。 

  議案第25号 八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、一般廃棄物処理費用の増加に伴い廃棄物処理手数料を改定する必要があるので、本

案を提出します。 

  次のページをお願いいたします。 

  八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例。 

  内容につきましては、廃棄物を処理する各種委託料が消費税の増額に伴いまして、それと

同様３％増額になるため、それに伴いまして、私ども主に、事業者約530社ございますが、

に対する処理手数料も３％増額するものでございます。 

  この条例は平成26年４月１日から施行する。 

  以上でございます。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） 今、事業者数を言ったんだけど、これ不公平のないように全部の事

業者やっているのかどうか。 

○議長（小澤一美君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） 不公平がないように、私どもで調査してやってございます。主に、

もし新規事業者の場合、地元の      紙上でよく広告を行ってございますので、そう
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いったものもチェックしながらやってございます。 

○議長（小澤一美君） 10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） 差別するつもりはないけど、韓国の方が相当八丈町で飲食店をやっ

ているんだけど、そういう仲間も全部入っていますか。 

○議長（小澤一美君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） やってございます。収納におきまして、ちょっと少しハードルが

ございますが、ご理解していただいて収納していただいてございます。 

（奥山（博）議員「はい、わかりました」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第15、議案第25号 八丈町廃棄物の処理

及び清掃に関する条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第16、議案第26号 八丈町と畜場条例の一部を改正する

条例を上程いたします。 

  説明、産業観光課長。 

○産業観光課長（奥山 拓君） それでは、次のページをお願いいたします。 

  議案第26号 八丈町と畜場条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、八丈町と畜場維持管理に係る経費が増加するため条例を改正したいので、本案を提
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出いたします。 

  次のページをお願いいたします。 

  八丈町と畜場条例の一部を改正する条例。 

  八丈町と畜場条例の一部を次のように改正する。 

  第３条中、100分の５を100分の８に改める。 

  これは消費税率の改正に伴いますものですので、よろしくお願いいたします。 

  附則、この条例は平成26年４月１日から施行する。 

  以上でございます。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  １番、山下 崇君。 

○１番（山下 崇君） どなたのときに言おうかなと思ったんですけれども、産業観光課長の

ときですみません。 

  結局、これこの後にも続くんですけれども、全て消費税増税に係るものということですよ

ね。ということで、わかるんですけれども、皆さんまちまちな理由をつけていらっしゃいま

す。それと、前後のつながりがわかりません。前々から申しておりますが、例規集、私たち

持っていないんですよ。これを今どうこう答えるのは難しいと思うんですけども、私たちは

例規集見ることもなくここで議決をしていくんですけれども、これは前も課長は、消費税増

加に伴うというふうにご説明されましたのでいいんですけれども、この前の部分も後の部分

も改正理由がまちまちなので、ここちょっとちゃんとできないですかね。 

  どなたが回答されますか、お願いします。 

○議長（小澤一美君） 総務課長。 

○総務課長（山越 整君） ご指摘ありがとうございます。我々もこれの条例の上程のときの

検討で、どういったやり方をしようかということを検討しました。 

  実は、町の中で使用料・手数料関係で消費税としてこのパーセントを提示しているものと、

該当は消費税なんですけれども、言い方がちょっと違うものとかというのが今混在をしてい

ます。我々、本当は一本化して消費税での関係でやろうとしたんですけれども、今回はなか

なかそこまでの整理がつきませんでしたので、次回の10％のときには整理をさせていただい

てということで、ちょっと今回はいろいろ意味合いが、消費税相当分としてやっているもの

と、我々のお支払い先の消費税が転嫁されるために今回のような条例の改正という、ちょっ
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と混在していますので、そこの点だけちょっとご了解をいただきたいと思います。 

○議長（小澤一美君） １番、山下 崇君。 

○１番（山下 崇君） 消費税は３％導入、それから５％に増加、そして今度は８％、10％と

続くわけですが、今までそのままやってきちゃったというのはまあ手落ちですよね。 

  それと、もう１点、例規集がない、私たち。ここをどうにかなりませんか、お願いします。 

○議長（小澤一美君） 総務課長。 

（山下（崇）議員「俺らに配られるべきですよ、本来はね」の声あ

り） 

○総務課長（山越 整君） 例規集は、今、ＣＤとかでも…… 

（山下（崇）議員「ここで見られない」の声あり） 

○総務課長（山越 整君） あとはホームページでというお話、それからあと、多分、議会の

運営委員会とかそれから議会のいろんな改革のお話の中でタブレットのお話が出ていると思

います。そういった中で例規集がどういった形で皆さんにごらんいただけるかというのはま

た今後いろいろな形で、ほかの議会の動向等も見ながら対応させていただきたいと思います。 

（山口議員「例規集見れるんだろう」の声あり） 

（山下（崇）議員「見れるって、ここで見れなきゃ意味がないです

よ」の声あり） 

（山口議員「ああ、ここでの話か」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ほかにありますか。 

（長戸路議員「あるんでしょう」奥山（幸）議員「あるけど、タブレ

ットなら議場で」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ８番、奥山幸子君。 

○８番（奥山幸子君） 内容とちょっとずれるんですけど、と場のことが出たのでちょっと伺

いたいんですけど、小笠原では以前、と場があったんですけど、今ないですよね。大島は乳

牛も飼っていますけど、大島はと場があるんですか、伊豆七島でどのくらいと場がある島が

あるんでしょうか。 

○議長（小澤一美君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（奥山 拓君） 今、八丈島だけと、と畜場は。 

（奥山（幸）議員「わかりました」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ほかにありませんか。 
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  質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第16、議案第26号 八丈町と畜場条例の

一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第17、議案第27号 八丈町家畜診療等手数料条例の一部

を改正する条例を上程いたします。 

  説明、産業観光課長。 

○産業観光課長（奥山 拓君） それでは、次のページお願いいたします。 

  議案第27号 八丈町家畜診療等手数料条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、消費税法改正に伴い条例を改正する必要があるため、本案を提出します。 

  次のページをお願いいたします。 

  八丈町家畜診療等手数料条例の一部を改正する条例。 

  八丈町家畜診療等手数料条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中、100分の５を100分の８に改める。 

  附則、この条例は平成26年４月１日から施行する。 

  こちらも消費税の改正に伴うものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 
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  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第17、議案第27号 八丈町家畜診療等手

数料条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第18、議案第28号 八丈町牧野施設設置条例の一部を改

正する条例を上程いたします。 

  説明、産業観光課長。 

○産業観光課長（奥山 拓君） それでは、次のページをお願いいたします。 

  議案第28号 八丈町牧野施設設置条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、八丈町牧野施設維持管理に係る経費が増加するため条例を改正したいので、本案を

提出します。 

  次のページをお願いいたします。 

  八丈町牧野施設設置条例の一部を改正する条例。 

  八丈町牧野施設設置条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中、100分の５を100分の８に改める。 

  こちらも消費税等の改正に伴うものでございます。 

  附則、この条例は平成26年４月１日から施行する。 

  以上でございます。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第18、議案第28号 八丈町牧野施設設置

条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第19、議案第29号 八丈町物流センター条例の一部を改

正する条例を上程いたします。 

  説明、産業観光課長。 

○産業観光課長（奥山 拓君） 次のページをお願いいたします。 

  議案第29号 八丈町物流センター条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、物流センター維持管理に係る経費が増加するため条例を改正する必要があるので、

本案を提出します。 

  次のページをお願いいたします。 

  八丈町物流センター条例の一部を改正する条例。 

  八丈町物流センターに関する条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中、100分の５を100分の８に改める。 

  こちらも消費税の改正に伴うものですので、よろしくお願いいたします。 

  附則、この条例は平成26年４月１日から施行する。 

  以上でございます。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第19、議案第29号 八丈町物流センター

条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第20、議案第30号 八丈町道路占用料徴収条例の一部を

改正する条例を上程いたします。 

  説明、建設課長。 

○建設課長（八洲 進君） それでは、次ページをお願いいたします。 

  議案第30号 八丈町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、道路占用料の徴収については道路維持管理に係る経費増による料金の見直しが必要

となったため、本案を提出いたします。 

  次ページをお願いいたします。 

  八丈町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。 

  八丈町道路占用料徴収条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中、100分の５を100分の８に改める。 

  附則、この条例は平成26年４月１日より施行する。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第20、議案第30号 八丈町道路占用料徴

収条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第21、議案第31号 八丈町公営企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 

  説明、総務課長。 

○総務課長（山越 整君） 次のページをお願いいたします。 

  議案第31号 八丈町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、地方公務員法第28条の４の規定に基づき八丈町公営企業職員の再任用に関し必要な

事項を定めるため、本案を提出します。 

  次ページをお願いいたします。 

  八丈町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例。 

  八丈町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正するとい

うことで12月の議会でもお願いをさせていただきました。今度の再任用職員の条例をつくり

ましたけれども、これに関して、公営企業の職員に関してもこの条例の中で再任用の規定を

設けるということで文言の修正等を行いたいということでございます。 

  附則、この条例は平成26年４月１日から施行するということで、よろしくお願いいたしま
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す。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第21、議案第31号 八丈町公営企業職員

の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第22、議案第32号 八丈町乗合自動車条例の一部を改正

する条例を上程いたします。 

  説明、企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 次のページになります。 

  議案第32号 八丈町乗合自動車条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、消費税法改正に伴い条例を改正する必要があるので、本案を提出します。 

  次のページをごらんください。 

  八丈町乗合自動車条例の一部を改正する条例。 

  八丈町乗合自動車条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項を次のように改める。 

  こちらにつきましては、消費税の改正に伴い運賃制度が対キロ区間制として行っておりま

すけれども、この乗合旅客料金の基準賃率の変更を行うものでございます。 
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  一般乗合料金の基準賃率が31円40銭、ただし最低料金は130円以内ということになります。

乗合旅客料金は前号により算出した金額とする。ただし、その金額に10円未満の端数が生じ

たときには10円単位に四捨五入するものとするということで、消費税に伴うものでございま

す。 

  附則、この条例は平成26年４月１日から施行する。 

  以上でございます。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第22、議案第32号 八丈町乗合自動車条

例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第23、議案第33号 八丈町貸切自動車条例の一部を改正

する条例を上程いたします。 

  説明、企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 続きまして、１ページおめくりください。 

  議案第33号 八丈町貸切自動車条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、消費税法改正に伴い条例を改正する必要があるので、本案を提出します。 

  １枚おめくりください。 
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  八丈町貸切自動車条例の一部を改正する条例。 

  八丈町貸切自動車条例の一部を次のように改正する。 

  第２条の５中、100分の５を100分の８に改める。 

  消費税の改正に伴うものでございます。 

  附則、この条例は平成26年４月１日から施行する。 

  以上でございます。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第23、議案第33号 八丈町貸切自動車条

例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第24、議案第34号 八丈町給水条例の一部を改正する条

例を上程いたします。 

  説明、企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） １枚おめくりください。 

  議案第34号 八丈町給水条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、消費税法の改正及び町民負担の公平性を確保するため条例を整備したいので、本案

を提出します。 
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  １枚おめくりください。 

  この条例でございますが、消費税の改正に伴い５％を８％、100分の５を100分の８に改め

るというところと、そのほかに延滞損害金の徴収、こちらのほうをつけ加えさせていただい

ております。 

  今までは延滞損害金ということで徴収をされておりませんでしたけれども、新たに延滞損

害金、こちらのほうの徴収を実施したいというふうに考えております。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  10番、奥山博文君。 

○１０番（奥山博文君） 大体わかるんですけど、延滞損害金の説明ちょっとしてください。 

○議長（小澤一美君） 企業課長。 

○企業課長（沖山 昇君） 延滞損害金は、ごめんなさい、延滞損害金ではない遅延損害金で

した、失礼しました、ごめんなさい。遅延損害金でございます。 

  例で申し上げますと、元水道料金が１万円だった場合、その場合、年利５％で行います。

その場合、365日経過をした時点で損害金のほうは500円ということになります。この条例の

中でも500円未満である場合には徴収をしないということになっておりますので、一番最低

料金500円というのが１万円の水道料金で365日間お支払いがいただけなかったということの

場合に、損害金としてうちのほうで請求をさせていただくということになります。 

○議長（小澤一美君） 何かございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第24、議案第34号 八丈町給水条例の一



－３３７－ 

部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第25、議案第35号 八丈町病院事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例を上程いたします。 

  説明、病院事務長。 

○病院事務長（和田一宏君） ただいまの続きになります。 

  議案第35号 八丈町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、消費税法改正のため条例を改正する必要があるので、本案を提出します。 

  次のページをお願いいたします。 

  八丈町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。 

  八丈町病院事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第４条第３項中、100分の５を100分の８に改めるという形で、消費税の関係の改正でござ

いますが、病院事業で消費税が課税される収入金については、特別室の使用料、そして手数

料としては診断書や証明書等の文書料、この２点になりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  附則、この条例は平成26年４月１日から施行する。 

  以上です。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第25、議案第35号 八丈町病院事業の設

置等に関する条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第26、議案第37号 町道の路線の廃止についてを上程い

たします。 

  説明、建設課長。 

○建設課長（八洲 進君） それでは、書類番号14番をお願いいたします。 

  議案第37号 町道の路線の廃止について。 

  上記議案を提出する。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  次ページをお願いいたします。 

  町道の路線の廃止について。 

  道路法第10条第３項の規定に基づき、町道の路線を次のように廃止する。 

  路線番号3085、路線名大多ホふ大竹尾線、起点樫立1392、終点樫立1802。路線番号4011、

路線名萸木原鉢付野線、起点中之郷1913、終点中之郷1911。 

  説明、道路の管理上、廃止の必要があるので、本案を提出いたします。 

  次ページをお願いいたします。 

  位置図でございます。路線番号3085は樫立地区、路線番号4011が中之郷地区でございます。 

  次ページをお願いいたします。 

  ふれあいの湯の道路でございます。このふれあいの湯にバスを入れるために道路を新設し

ましたが、旧道と新しくつくった道路がこの赤い部分でございます。その部分を重複延長と

してカウントしてございました。しかし、ここではっきりわかりやすくするために、重複し

ている部分、旧道の部分を廃止するということでございまして、道路がなくなるということ

ではございませんので、よろしくお願いいたします。 

  次ページお願いいたします。 

  次、中之郷でございます。これも中之郷団地と藍ケ江団地を結ぶ町有地の中に新設道路を

つくりました。そのときにこの赤い部分が旧道と新設部分と重複しておりましたので、わか

りやすくするために旧道を廃止するものでございます。 
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  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第26、議案第37号 町道の路線の廃止に

ついては、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎報告第１号の説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第27、報告第１号 平成25年度八丈町教育委員会の権限

に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（平成24年度分）について、教育課長よ

り説明願います。 

  説明、教育課長。 

○教育課長（福田高峰君） 資料番号15番をお願いいたします。 

  報告第１号 平成25年度八丈町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価（平成24年度分）について。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町長 山下奉也。 

  説明、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の規定により、別紙のとおり報告

します。 

  この点検及び評価につきましては、全ての教育委員会が平成19年度の法律改正を受けまし

て毎年行っているものでございます。その報告につきましては、議会に提出するとともに、

公表することが義務づけられております。これに伴いまして、八丈町教育委員会におきまし

ても、平成25年度において平成24年度分の報告書を作成し、議長宛てに提出を行いました。 
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  それでは、この概略を説明させていただきます。 

  まず、この報告書の１ページをお願いいたします。 

  １ページ、こちら第１として、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の

実施についてを記載してございます。中ほど、第２としまして、点検及び評価の実施方針に

ついてを示してございます。 

  次のページ、２ページになりますが、こちらは第３としまして、八丈町教育委員会の平成

24年度の主な活動の概要としまして、教育委員会の開催の状況等を記載してございます。 

  続きまして、３ページになりますが、第４としまして、教育委員会の教育目標、基本方針

及び基本方針に基づく平成24年度主要施策を挙げてございます。その中で、こちら３ページ

の下ほどには基本方針の１としまして、人権尊重の精神と社会貢献の精神の育成という形で

４項目を掲げてございます。 

  次のページ、４ページになりますが、基本方針の２としまして、豊かな個性と創造力の伸

長ということで９項目を挙げてございます。 

  ５ページに移ります。こちら基本方針の３としまして、生涯学習と文化スポーツの振興と

いうことで８項目を挙げてございます。 

  その下になります。基本方針の４、町民の教育参加と学校経営の改革の推進ということで

５項目ほど挙げさせていただいております。 

  次の６ページ目から28ページ、これは第５ということで、実際に平成24年度に行いました

教育委員会の施策等を挙げてございます。 

  29ページに外部評価委員からの意見を載せ、最後のページにはこの点検及び評価の実施要

項を添付させていただいております。詳しい中身については省略させていただきます。 

  以上で報告とさせていただきます。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  ８番、奥山幸子君。 

○８番（奥山幸子君） 全般に関することなんですけど、以前、町長は教育委員会の独立性に

ついて言及されていて、教育委員会の独立性ということを発言されていたので、睦男議員と

私で拍手したんですけども、今、国としては自治体の長の権限を強めるという方針を出して

いますよね。これに対して町長はどうお考えなのか、ご意見を伺います。 

  もう１点が、29ページの外部評価委員の意見というのが出ているんですけど、その中に教
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育行政の課題として幾つか挙がっていまして、７番目に、スポーツ振興の拠点となり観光誘

致につながる屋内体育施設の実現と、これはいろんな方からまた要望が出ているんですけど、

これに対するお考えを教育長ないしは教育課長にお願いいたします。 

○議長（小澤一美君） 教育課長。 

（奥山（幸）議員「町長にお願いします」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 町長。 

○町長（山下奉也君） 前に言ったように、私の考えは基本的には、教育委員会は独立した組

織であるべきだと私は思っております。ただ、国のほうがある程度の方針といいますか、で

きまして、教育委員の任命と、まだちょっと詳しく読んでいないんですけれども、そういう

ところで首長との仕分けといいますか、ある程度の線が出てきて、そういう部分ではやっぱ

り国の法律に従った部分でいかないとですので、それは法律に沿ってやっていきたいと思い

ますけれども、また全部が町長が首を出すものでもないと思いますけれども、そういう意味

で議会の議決ですか、教育長でしたか、その辺はまた詳しく読んでから回答したいと思いま

す、読んでいないので。基本的には、独立した教育はやっていければなと思っております。 

（奥山（幸）議員「ありがとうございます。安心しました」の声あ

り） 

○議長（小澤一美君） 町長に権限が移るんだよ、人事権とかある程度全部。 

  ほかに。 

  教育課長。 

○教育課長（福田高峰君） 奥山幸子議員から指摘のありましたスポーツ振興の拠点となる屋

内体育館、これにつきましては当然ご指摘のとおり、今後、町の一番の課題であるものだと

思っておりまして、これがまた観光の誘致等につながっていくものでございますので、町長

も力も入れていくということでございますので、今後取り組んでいきますが、年次計画等に

盛り込んで取り組んでいきますので、よろしくお願いします。 

○議長（小澤一美君） ございますか。何かありますか。 

  12番、長戸路義郎君。 

○１２番（長戸路義郎君） ちょっと勉強不足かもしれないんだけど、私なんか学校でもって

英語を全然やらなかったんだけど、英会話というのはこれ今20ページにもちょっと載っては

いるんだけど、授業としては今、島の場合には全然やっていないんですね、これ。 

○議長（小澤一美君） 教育課長。 
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○教育課長（福田高峰君） 今、カリキュラムが変わりまして、小学校でも英語のほうを五、

六年生で教えております、授業の中で。 

○議長（小澤一美君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案報告にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第27、報告第１号 平成25年度八丈町教

育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（平成24年度分）につい

てを終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎発議第１号の上程、説明、採決 

○議長（小澤一美君） 続いて、日程第28、発議第１号 八丈町議会委員会条例の一部を改正

する条例を上程いたします。 

  提出者、奥山博文君、ご登壇願います。 

（１０番 奥山博文君 登壇） 

○１０番（奥山博文君） それでは、発議第１号 八丈町議会委員会条例の一部を改正する条

例。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により提出す

る。 

  平成26年３月４日、提出者、八丈町議会議員 奥山博文。 

  賛成者、議長を除く全議員でございます。 

  八丈町議会委員会条例の一部を改正する条例。 

  改正内容でございます。 

  今回の条例の主な改正点は、第10条の委員長及び副委員長の辞任について規定を加えるこ
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とです。その他の部分については内容を改正するものではなく、町村議長会が作成した標準

条例にあわせて文言を改正するものです。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（小澤一美君） 説明が終わりました。 

  本案については、全員が提出者となっておりますので、採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、日程第28、発議第１号 八丈町議会委員会条

例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎承認第６号の上程、承認 

◎承認第７号の上程、承認 

◎承認第８号の上程、承認 

◎承認第９号の上程、承認 

○議長（小澤一美君） 続いて、議員派遣についてお諮りいたします。 

  日程第29、承認第６号から日程第32、承認第９号の議員派遣承認については、一括して議

題にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、一括して議題といたします。 

  お手元に配付しております議員派遣承認要求書は、会議規則第126条の規定により議決を

求めるものであります。 

  これより休憩いたします。 

（午後 ２時３２分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（小澤一美君） 休憩を解いて再開いたします。 

（午後 ２時３７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（小澤一美君） 日程第29、承認第６号 平成26年度東京都町村議会議員講演会に係る

議員の派遣については、全員を派遣。 

  日程第30、承認第７号 平成26年度要望活動に係る議員の派遣については、８番、奥山幸
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子君、９番、山口英治君と私を含め３名を派遣。 

  日程第31、承認第８号 小笠原親善訪問に係る議員の派遣については、１番、山下 崇君、

２番、菊池 良君を派遣。 

  日程第32、承認第９号 平成26年度行政視察研修に係る議員の派遣については、研修視察

委員に一任することとし、緊急を要する議員の派遣については議長に一任し、定例会後に報

告を行うことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小澤一美君） ご異議ないものと認め、ただいまのとおり承認いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（小澤一美君） 以上をもちまして、本日付議された議案は全て終了いたしました。 

  平成26年第一回八丈町議会定例会第４日目を散会いたします。 

  次の会議は、３月28日金曜日午前９時より開議いたします。 

  お疲れさまでした。ご苦労さまでした。 

（午後 ２時３８分） 
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